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議 事 日 程 

平成３０年６月６日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開会 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さんおはようございます。 

  本日は、一般質問の２日目になりますの

で、今から始めたいと思います。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  おはようございます。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、６番・永谷幸弘の一般質問を通告のと

おりさせていただきます。 

  理事者側におかれましては、明確な答弁

をよろしくお願いいたします。 

  本日、私は５点について質問させていた

だきます。 

  まず、通告書１点目の雨水調整池の適正

な維持管理について質問いたします。 

  平成２５年９月２日開催の第５回大阪府

河川整備審議会におきまして、こういう資

料が出ておりますけれども、今後の治水対

策の進め方といたしましては、さまざまな

降雨により想定される河川氾濫・浸水の危

険性から人命を守ることを最優先とすると

いう基本理念に基づきまして、今後２０年

から３０年程度での地先の危険度の低減と

あわせまして、想定外の降雨に対しまして

も、流域全体の被害を軽減するため、「逃

げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策を総合的・効

果的に組み合わせて実施するとしておりま

す。 

  「凌ぐ」とは、雨が降っても河川に流出

する量を減らすという流出抑制でありまし

て、ため池とか調整池などの活用がありま

す。 

  本町におけるため池の管理につきまして

は、昨年９月の定例会議で、私は一般質問

しまして、３カ所の防災ため池、これは全

て民の所有でございますけれども、その管

理につきましては、年１回、大阪府と豊能

町とで合同で点検を行い、その結果につい

ては、ため池の管理者に文書で通知すると

の答弁をいただいております。 

  本日は、雨水調整池の適正な維持管理に

ついて質問をいたします。 

  まず初めに、現在、町内に雨水調整池は

何池あるのか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  おはようございます。 

  ただいま御質問の雨水調整池の数でござ

いますが、まず、町が管理しているものが

１３カ所、町以外、民間事業者が管理して

いるものが６カ所、合計１９カ所ございま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  町管理のが１３カ所ですね。町管理外の

池は６カ所で、これは民のほうで管理して

るんですけども、町管理池につきまして、

現在、その雨水調整池の巡視点検を実施さ

れていってるのかどうか、その点について

伺います。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  町が管理しております１３カ所につきま

しては、定期的な巡視点検ということでは

ございませんが、毎年、業者発注しており

ます調整池の除草・清掃業務の際に、現地

の確認を行っております。また、報告書と

しては、業者から作業内容の報告と写真を

提出してもらっているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  あと、町管理外の池、６カ所あるんです、

これは民有地、民のほうで管理なんですけ

ども、これについての、町として、その民

が管理してる状況なりその辺は、町のほう

としては把握しているのかどうか、この点

について伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  民間の調整池でございますが、巡視とか

点検をやってるかどうかということについ

ては、町のほうは把握はしておりません。 

  ただ、町のほうが把握しておりますのは、

何年、場所と、どれぐらいの規模、大きさ

というものが、これは池田土木事務所さん

が作成された台帳がございまして、それを

いただいておりますので、そういう形での、

台帳での管理、把握というのはしておりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  先ほど、除草・清掃作業における業者の

報告書をもって確認ということで、答弁あ

ったんですけども、町独自として、町職員

が実際に現地に行ってというところの点検

報告書等はございますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  町の職員での点検報告書というようなも

のは、作成はしておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  豊能町都市計画マスタープラン、これ、

平成２５年３月につくられまして、この１

７ページに、浸水対策として調整池や水路

の適正な維持管理に努めると、そういう文

章が入っております。これは、当然、その

維持管理に努めるということですから、具

体的な内容について、これはどういうこと

を示してるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  調整池の水量の適正な維持管理に努める

ということでございます。 

  具体的にということでございますが、こ

れにつきましては、住民の皆様方からの通

報という形が一番多いんですけども、フェ

ンスが破れてるとか、木が覆い茂っている

とかいうような情報提供によりまして、職

員が現地を見にいき対処しているところで

ございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  住民さんからの協力によって、その辺の

維持管理に努めるということなんですけど

も、当然、町が書いてるマスタープランで
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すから、その中には住民参加の協力云々は

書いておりません。町が独自でやるもんだ

と思っておりますけども、この点について、

ちょっと部長、どう考えられますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  調整池につきましては、設置の際には技

術基準等がございまして、その基準等に基

づき行政指導が行われております。しかし

ながら、維持管理の指針につきましては、

特に定められた指針はございません。管理

者の判断に委ねておるところでございまし

て、町におきましても、まだ、具体的な指

針等は作成しておりません。 

  ちなみに、大阪府におきまして、先ほど

議員が御質問の中でおっしゃいました、今

後の治水対策の進め方の中で、「凌ぐ」の

施策の具体的な取り組みの１つに、開発行

為に伴う町整地等の設置及び管理等の法的

化という項目がございます。これはもう、

大阪府のほうで検討されてるものでござい

ますが、そして、平成２５年９月に開催さ

れました大阪府河川整備審議会において、

今後の治水対策の進め方の進捗状況につき

ましての報告書を作成されております。 

  その報告書では、２５年時点での取り組

み状況として、条例等の検討となっており

ますが、まだ、今日に至るまで、大阪府で

は条例等の制定は行われておりません。 

  調べてみますと、そういうことの管理に

関する指針のような基準を設けているとこ

ろは少ないのが現状でございます。市町村

で設けてるとこは本当に少なくて、県が、

府・県でやってるところはございますが、

それも少なく、兵庫県が平成２５年から、

京都府が平成２９年、奈良県が平成３０年

に、その調整池の管理に関する基準という

のを設置されておりまして、それ以外は、

ちょっと調べたところ、近畿圏ではなかっ

たというところでございまして、町といた

しましても、大阪府のほうで、そういう基

準が一定設けられますと、それに従って管

理の具体的な施策をとっていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  維持管理指針の質問しようかなと思いま

したけども、御答弁ありましたので触れま

せんけれども、当然、維持管理するために

は、ある程度の指針というのが、当然、ど

こでもございますのでね、大阪府がつくっ

てないからというのは、これは、昨日の答

弁、いろんな答弁ございましたけれども、

急ぐことは、すぐにできることは、やっぱ

りすぐにすべきじゃないかなというふうに、

私は考えておりまして、特に参考とすべき

ことは、これ、社団法人日本下水道協会下

水道雨水調整池技術基準というのがござい

ます。それの第７章に、維持管理の中で調

整池の維持管理についてということで、る

る書いております。 

  これ、恒久調整池として設置する場合は、

完成後の維持管理が最も重要なことである

ので、管理者は以下の事項について、十分

な配慮をしなければならないというふうに

書かれております。 

  以下の事項で申し上げますけれども、こ

こでは、巡視は洪水期は月２回、非洪水期

は月１回及び豪雨・地震等の直後に行うこ

とですね。また、堤体は毎年草刈り、これ

は当然、今、やってらっしゃいますので理

解しております。また、出水時には監視体

制をとること。また、巡視に当たっては、

巡視報告書に記載するものとし、巡視報告

書としては、日報形式を決めておくことが
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望ましいと。 

  もう１点、私も、調整地ずっと行って、

また、住民さんからいろんな話あるんです

けども、除草については、もうちゃんとや

っていただいてます、感謝しておりますけ

れども、樹木が大変成長しまして、もう大

変な状況になっておりまして、前上下水道

部長には、ちょっとお話しさせていただき

まして、ある調整池につきましては、直営

で浚渫みたいなことをやっていただいたり、

また、樹木については伐採とかやっていた

だいて、大変、風通しのよいような状況に

なっておるんですが、あるところでは、か

なり樹木が関電柱の電線まで伸びたり、そ

れが枯れて調整池に入ったり、また、葉っ

ぱが落ちて調整池に入って堆積するわけで

すね。 

  通常の土砂以外に、枯れ木とかそういう

枯れ葉が落ちて堆積するということは、水

位が上がってしまうわけですね。そういう

懸念がございますので、その辺も含めて、

そういう維持管理指針をつくって、町みず

から、独自でそういう管理をやっていくこ

とが大事かなと思うんですけれども、その

点について、再度、部長の答弁をお伺いし

たいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  町独自の指針ということでございますが、

確かに点検は大切なことだと、私も考えて

おります。 

  指針というまでではないんですけども、

やはりその点検を行く、定期的に点検を行

く、それの点検した内容を記録しておく、

こういうことは指針がなくてもできますの

で、その辺から徐々に進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  これからの上水道は、来年、企業団とと

いうことで、あと残り、下水道だけ残りま

す。 

  そういうことで、当然、これから人事面

なことも入ってくると思うんですけれども、

やはりその担当者がかわっても、やはりそ

れが作成しておれば、すぐにその辺の維持

管理ができるという、大変、スムーズな業

務が進むんじゃないかなというふうに思っ

ておりますので、早急に、指針と申しませ

んけれども、維持管理について、明確な方

向性がとれるようなものを作成いただきた

いと思います。 

  先ほどの、民が管理してる６カ所の雨水

調整池なんですけれども、これやはり、実

際、民のほうが管理されてるかどうか、こ

れ、当然、民の持ちものですので、あまり

入れないかもしれませんけれども、やはり

何かあったときに、やはり町に対しても、

ある程度のことが言われるんじゃないかな

と思いますので、先ほどのため池の話では、

町と府が両方で立ち入って、その辺のとこ

ろやっておりますので、民の調整池、雨水

調整池につきましても、町が少しかんでい

ったほうがいいんじゃないかなというふう

に思いますので、その点について、部長の

見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  民間の調整池でございますが、当然、こ

れは民有地の中にございます。民間の事業

者さんが、山を切り開いて平地にしたと。

そのときに、調整池を設けるというのが、

大概、開発のときの手法でございます。 
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  ですので、今までそういうことを、民地

の、民の中の調整池を立入検査ということ

をしたことがございませんので、その辺、

そういうことができるのか、大阪府さんと

も相談して、勉強していきたいというふう

に思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  立入検査いうと、物すごく重くなります

ので状況確認でも結構なんですけども、そ

の辺、前向きで進めていっていただきたい

と思います。 

  あと、次に、各調整地がございまして、

フェンスがございます。その中で、一番、

私は安全対策として重要かなと思うんです

けども、調整池の、例えばフェンスに緊急

連絡板等を設置すべきじゃないかと思うん

ですけど、現在、その緊急連絡先を示した、

例えば上下水道部の電話番号を入れるなり、

そういうことをされてるのかどうか、この

点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  調整池への連絡板の設置でございますが、

現在のところは設置はしておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  調整池における安全対策ですが、やはり

雨水調整池は、台風とか豪雨によって発生

する風水被害への対策として使用されてお

りますので、転落防止の防護柵は、当然、

今、フェンス等でされておりますが、しか

し、誤って物を落としたり、また不法投棄

を発見した場合など、すぐに連絡できるよ

うに、全ての雨水調整池に、その緊急連絡

先を明記したボードを、やっぱり設置すべ

きじゃ、必要があるんじゃないかなという

ふうに考えますけれども、その点について、

部長、どう考えられますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  設置につきましては、今までも、何かあ

ったとき、すぐに連絡が入ってきてました

ので、それほどその必要性は感じてないと

いうのが実情でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  今までのこと、経験上で、これからもず

っとあるかどうか、なかなか不確定と思い

ますので、やっぱりこれは、きちっとした

やっぱり、連絡先を明記したボードをやっ

ぱり設置すべきだろうと思いますので、検

討をお願いしたいと思います。 

  あと、来年４月に上水道が企業団に統合

いたしますけれども、下水道はこれからも、

現状の本町で事業運営・維持管理を行うわ

けですけれども、上下水道が１つの場合は、

上水道から下水道を応援したり、相互応援

しながら、当然、運営もされておりまして、

その話を聞いております。 

  今後は、上水道が企業団へ統合されます

ので、今後の下水道について危惧しており

ます。今後の下水道の、現在の担当職員３

名と聞いておりますけれども、これで十分

いけるかどうか、どういう考えをされてる

か、まず、上下水道担当部長からお聞きし

たいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  上下水道部長にということでございます

けども、人事の担当から答えさせていただ

きます。 

  おっしゃるとおり、来年４月に水道事業

は企業団に統合する予定でございまして、

統合となりますと、下水道の事業単体で組

織をするということをいたしませんで、ほ

かの組織の事業に組み入れるということに

なります。 

  今のところ、どの組織に入れるかとか、

また、これを機に町全体の組織を再編する

かとか、そのようなことは未定でございま

すけども、今のところ、下水道事業単体で、

例えば下水道課などをつくるということは

考えておりませんでして、ほかの事業と組

み合わせて課をつくるということの予定で

ございます。 

  増員は実質できないわけでございますけ

ども、今、おっしゃいました相互応援とい

うようなことも考えられますので、実質、

増員と同じ効果が出るように工夫はしたい

というふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  よろしくお願いいたします。 

  次に、通告書２点目の箕面森町工業団地

内道路新設に伴う町道の府移管について質

問いたします。 

  現在、箕面森町工業団地に建設されてる

新設道路、府道になってるんですかね、平

成３０年３月２８日付で供用開始、道路が

約1.５キロメートルいうのを聞いておりま

すけど、これが、今現在は行きどまりにな

ってますよね。 

  それから、残りの工事区間約１キロで、

開通に向けて、今、粛々と工事が進められ

ておりますけれども、今後は流通センター

として、倉庫棟も順次建設されてまいりま

す。 

  まず、この初めに、その箕面森町の工業

団地内につくられてる道路の路線名称です

ね、これについてお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  路線名につきましては、府道豊能池田線

というふうになります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  府道豊能池田線ということを確認させて

いただきました。 

  開通後は、現在の町道ですね、まず、東

ときわ台１号線というのがありまして、こ

れ、東ときわ台８丁目から東ときわ台郵便

局までを、東ときわ台１号線というらしい

んですね。あと、吉川中央線は、引き続い

て東ときわ台郵便局から国道４７７号線の

吉川交番所までのとこですね、そこが町道

なんですけども、今後は、そこを通る大型

トラックが増加することが十分に予測され

ます。 

  私は、今後の、その現在ある町道の安全

対策、また維持管理等を踏まえますと、府

道４７７号線、要するに吉川交番所までの、

現在、先ほど話ししました町道につきまし

ては、速やかに府のほうへ移管しまして、

先ほどの府道豊能池田線の延長として、こ

の大阪府が安全対策・維持管理等をすべき

であると考えますが、これについては考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 
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○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  池田土木事務所から、今年度末までに、

東ときわ台８丁目、豊能町と箕面市の境界

付近から国道４７７号線までの約１キロに

ついては、府道豊能池田線として供用を開

始するというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  町道が府道になるということで、今、確

認させていただきました。 

  町道を府へ移管した場合ですが、あと、

道路附属設備ですね、施設、例えば歩道な

り、街路灯とかその辺について、府のほう

へ全て移管することになるのか、この点に

ついて協議が進んでるんかどうか、お伺い

したいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  道路境界の確認とか、車道、歩道、街路

灯、防護柵、街路樹とかカーブミラー、花

壇とか道路の附属施設の移管については、

早ければ６月ごろから、池田土木事務所と

協議を始めたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  当然、車道、歩道、街路灯とか防護柵、

カーブミラー、交通標識等が入ると思うん

ですけども、ほぼ、今、おっしゃった内容

については、ごく一般的な移管だと思いま

す。 

  いろいろ、私も話、聞いてまして、あそ

こに花壇がありますよね、ボランティアか

何かでやってる花壇。その点についてはど

ういう、協議、これからされるのか、ある

程度、懸念されてるのか、この点について、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  協議については、６月ぐらいから始まる

ということで考えておりますけども、事前

に池田土木事務所のほうからとしては、オ

アシス前の花いっぱいのその花壇について

は、なかなかちょっと、管理の面から引き

取りは難しいかなというふうなことは聞い

ておりますけども、これも、６月入ってか

ら協議をしていきたいというふうに考えて

います。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  済みません。今、６月に入ってますけど

も、６月の中旬から下旬につけて、土木事

務所と協議をする予定です。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  あと、地下埋設物ですね、上水道管、下

水道管、これは、今まで町が、当然、補完

してますけども、管理してますけども、ガ

ス管については大ガス、関電柱は、当然、

関電さん、ＮＴＴ等あるんですけど、上水

道管・下水道管につきましても、全て府の

ほうに、道路移管した場合、管理面も全て

府のほうでしていただくという理解でよろ

しいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  上下水道管でございますけども、これは

建設課のほうから、ことしの初めあたりで

すかね、来年度から府道になるよというこ

と、情報いただきまして、これにつきまし

ては、占用の物件でございますので、新た

に池田土木さんに対して占用、上水道管・

下水道管の占用の申請をしなければならな

いということで、今、作業を進めていると

ころでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  本町にとりましても、府へ移管すること

によりまして、財政面から見ても大きな負

担軽減となることから、速やかに移管でき

るように、府との協議を進めていただきた

いと思います。 

  次に移ります。 

  通告書３点目の旧吉川交番跡地の公園化

の進捗状況について質問いたします。 

  昨年の１２月定例会議の一般質問で、旧

吉川交番の跡地利用としまして、高齢者が

休憩できる等を考慮した公園スペースとし

て活用してはどうかというふうに、提案さ

せていただきました。 

  当時の部長からは、今回の公園の整備に

つきましては、交差点に面した特性を生か

して、ここを通りすがりに、眺めるとか立

ち寄るというような公園の整備をする予定

でございますということで、詳細につきま

しては、平成３０年以降に整備をするとい

う答弁をいただいております。 

  そこで、この公園化に当たりまして、全

体構想について、ある程度決まっているの

かどうか、この点について伺いたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  当初は、開発を伴う緑地公園については、

面積を変えることができないという認識を

持っておりました。消防署の建てかえによ

り、公園の一部を含めたため、その面積を

確保するということから、旧吉川交番の跡

地を公園に復元するという形で計画をして

おりましたが、しかし、今年度に入りまし

て、大阪府との協議の中で、都市計画法に

基づかない開発については、開発業者から

移管された都市公園は、豊能町の裁量で、

別の用途にも使えるということが判明した

ところです。 

  したがいまして、今後、有効利用できる

方法がないかを、現在、検討しているとこ

ろです。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ということは、公園化という話は、もう

ないという解釈でいいんですか。この点、

１点、聞きたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  有効利用ということを検討しております

ので、公園についても検討していきたいと。

いろいろな面からどういう活用ができるか、

ちょうど交差点になりますので、検討はし

ていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 



 3－11 

  ４月から約２カ月、新年度たっておりま

すけれども、この件について何か進んでい

ることがあれば、お伺いしたいと思います。

現在の進捗状況、府との協議はわかったん

ですけれども、町として何か進めているこ

とがあれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  今のその交番跡地については、今現在は、

その具体的なことを、今後、検討するとい

うことですので、今のところ、まだ進めて

はおりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  府との協議によるんですけれども、大ま

かな今後のスケジュールですね、今年度で

全てやってしまうのか、府との協議等もご

ざいますけれども、ある程度の全体的な今

後のスケジュールについて、固まっておれ

ば、お伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  具体的なスケジュールについては、まだ

作成できてないのが現状です。できれば年

度内には完成をしたい、いうふうには考え

ています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  年度内の完成ということで、確認させて

いただきました。粛々と進めていっていた

だきたいと思います。 

  次、通告書４点目の、消防団のポンプ車

を運転できる準中型免許の取得支援につい

て質問させていただきます。 

  私も、先月に運転免許証の更新を迎えま

して、ゴールド免許の講習を受講させてい

ただきました。講師の先生からは、毎年の

ように道路交通法は改正されるというお話

を伺いました。 

  現在、普通免許で運転できる車両総重量

は、昨年３月の道路交通法改正前は５トン

未満だったんですけれども、改正後、昨年

３月の改正後は3.５トンまで下がっており

ます。 

  昨年４月時点の消防庁の調べによります

と、全国の消防団車両ですね、約５万1,３

００台あるそうですけれども、そのうちの3.

５トン未満は約３万2,１００台、3.５トン

から以上５トン未満が約１万7,２００台、

５トン以上が約2,０００台ということらし

いです。 

  改正後、普通免許を新規で取得した場合、

昨年の３月の道路交通法以後、普通免許を

取られた方につきましては、この3.５以上

は運転できないという状況にございまして、

運転できない消防団の車両は４％から37.

５％と、大幅にふえてる状況を聞いており

ます。 

  そこで、本町における各消防団のポンプ

車の登録年数と総重量について、まず伺い

たいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町の消防団のポンプ車は、全部で１１

台ございます。分団の数は９分団でござい

ますが、本部に１台と予備車が１台という

ことで、合計で１１台のポンプ車、ポンプ
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積載車を持っておるということでございま

す。そのうち、最も古い車は平成２年登録

で、最新のものは平成２９年登録というこ

とになっております。 

  それから、総重量でございますけども、

今、議員がおっしゃった3.５トンというの

は、積載量ではなくて総重量のことでござ

いますが、総重量が3.５トンを超える車は、

そのうち５台ございます。５台の内訳とし

ましては、登録年が平成１０年のものが１

台、平成１１年のものが１台、平成２２年

のものが２台、平成２７年のものが１台と

いうような内訳となっております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  約５台が3.５トン以上、総重量あるんで

すけども、その昨年の法改正によりまして、

今現在、そういう車種の答弁いただきまし

たけれども、その本町の消防団員が、ポン

プ車を運転できないという事例が、実際に

発生してるのかどうか、この点について伺

いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘のとおり、去年の３月１２日に法

改正がございまして、その法改正後の消防

団の役員会におきまして、法改正のその中

身の説明を行いまして、また、対象車両を

配備している分団、この分団には特に注意

を促したところでございますけども、平成

２９年の３月以降に普通免許を取った団員

が、今のところはいないということで、現

時点では3.５トン以上のポンプ車を運転で

きない事例はない、そういう団員はいない

という状況でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  消防団の人手不足が深刻になる中、若手

の団員がポンプ車などを運転できないと、

当然、消防活動に支障が出るおそれがあり

ます。現在のところ、その事例は発生して

ないという答弁いただきましたけども、今

後のことが心配ということで感じておりま

す。 

  一部の自治体では、自分のお金で、自費

で免許を追加取得させるのは難しいと判断

しまして、普通免許から総重量7.５トン未

満まで運転できる、準中型免許にグレード

アップするために、教習所に通う団員に費

用を助成する制度を設けておるところがご

ざいます。 

  千葉県芝山町では、消防団の車両２３台

のうち、3.５トン未満が１台しかないと、

大変厳しい状況で、準中型免許の取得費の

半額、最大で１０万円を補助しております。 

  また、鳥取県伯耆町は、２０１７年６月

から、普通免許を持つ消防団員を対象に費

用の助成制度を始めておりまして、町内の

消防団が利用する車両８台のうち４台が3.

５トン以上のために、準中型免許に切りか

える際の費用、これは１人２０万円を想定

して補助をしております。 

  こういうことから消防庁は、こうした助

成制度のある自治体に対しまして、特別交

付税を配って財政支援を進めようとしてお

りますので、このことから本町においても、

今後の消防団活動に考えてみた場合、本町

においてもそういう補助制度を、私は設け

るべきであると考えますが、総務部長、い

かがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  消防団におきましては、その車両を運転

する団員さん、機関員と呼んでおります、

その機関員につきましては、団の入団して

からの経験年数が長い者、これが担当をす

るということになっておりまして、現時点

では、その活動に支障が出るおそれは、恐

らくないであろうというふうに思いますが、

しかし今後のことでございますが、議員も

御指摘のとおり、法の改正後に普通免許を

取得した団員さんが入ってこられるという

ことがございますので、その各分団ごとの、

その普通免許の種類ですね、そういうもの

を見まして、そういう構成を見た上で、助

成制度については検討していきたいという

ふうに思っております。 

  それから、特別交付税でございますが、

ことしに入りましてから通知がございまし

て、この助成制度に対する特別交付税の交

付はするということでございましたが、担

当が調べたところ、その交付税の措置率は、

まだわからないというようなことでござい

ましたので、それらも見ながら、助成の制

度について検討していきたいと思っており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  よろしくお願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、５点目の乳幼

児等医療費助成制度の未就学児までの所得

制限の撤廃について質問いたします。 

  自治体が独自に行う子ども医療費の助成

に対しまして、政府が科してきたペナルテ

ィー、罰則は２０１８年度、今年度から一

部廃止されたということでございます。 

  ペナルティーは、自治体の独自助成で受

診がふえ、医療費の増大を招くとしまして、

市区町村が運営する国民健康保険、国保の

国庫負担を減額調整する措置でありまして、

今回、未就学児までを対象とする助成への

ペナルティーが廃止されました。 

  未就学児までを対象とする助成は、全1,

７４１市区町村で実施されておりますが、

しかし、窓口で医療費の自己負担分を支払

った上で、市区町村に申請して助成金を受

け取る償還払い方式の場合は、実際はペナ

ルティーの対象外となっておる状況でござ

います。 

  そこでまず、本町において、このペナル

ティーが科せられているかどうか、この点

について、まず、伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  本町におきましても、このペナルティー

は科せられてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ペナルティーが科せられているというこ

とですね。 

  では、本町におけるその減額調整措置は、

幾らになるか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  平成２８年度でございますが、その影響

額は約３１万円となってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  乳幼児等医療で約３１万円という答弁を

いただきましたね。 

  現在、本町の乳幼児等医療費助成制度は、
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所得制限を設けておりまして、未就学児ま

でを対象として、もし所得制限を撤廃した

場合どれぐらい増額するのか、この点につ

いて伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいましたとおり、本町でも

子ども医療費助成制度につきましては、現

在、出生時から１８歳までを対象に、所得

制限を設けて助成を行ってございます。未

就学児までを対象として、所得制限を撤廃

した場合の影響額ということでございます

が、直近の平成２９年度の実績状況を参考

にいたしますと、精緻な数字がなかなか出

ないわけなんですけれども、下限で３０万

円程度、上限で約１３０万円程度と見込ん

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  政府の２０１８年度予算案では、ペナル

ティーを一部廃止して、国保の減額調整措

置を講じないことで生じる経費としまして、

５６億円を政府は計上しておりまして、こ

れによりまして、自治体にとっては無理な

く独自助成を続けられることになるだけで

なくて、新たな財源が生まれると。豊能町

におきましても、先ほどの答弁によります

と、乳幼児等医療について、約３１万円の

新たな財源が生まれるということなんです

ね。 

  このことから、子育て環境のさらなる充

実で子育て世代の転入を促進しまして、ま

ちに活力をもたらすためにも、この財源、

わずか３１万円かもしれませんけれども、

その現在の乳幼児等医療費助成の未就学児

までの所得制限を、私は撤廃してはどうか

なと思うんですが、この点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  減額調整措置分を財源として、子ども医

療費助成の未就学児までの所得制限を撤廃

してはどうかというような御質問でござい

ますが、今回、確かに厚労省から、その減

額措置をしないということについての通知

が来てございます。 

  その通知につきましては、見直しにより

生じた財源については、各自治体において、

さらなる医療費助成の拡大ではなく、他の

少子化対策の拡充に充てることを求めるも

のとするという、厚労省からの通知が発出

されておりますので、先ほどの医療費の所

得制限を撤廃となりますと、さらなる医療

費の助成の拡大ということになろうかと思

いますので、なじまないものと考えてござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  厚労省の通知を十二分に拝聴すれば、そ

のとおりの話になると思います。 

  あと、そのとおり受けとめた場合ですが、

じゃ、その財源はどこから持ってるかとい

うことなんですけれども、一般会計ですね、

その財源を活用すれば可能であるのかどう

か、この点についてお伺いしたいと思いま

す。考え方だけね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 
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  お答えさせていただきます。 

  考え方といたしましては、国保会計の中

でしたら、国保に加入している子どもたち

だけになりますが、一般会計からの助成と

いうことになりますと、考え方といたしま

しては、ないものではないと考えてござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  昨年の３月から、町内の街路灯・公園灯

全てを、水銀灯からＬＥＤ照明に変えられ

ました。 

  この１年間の費用対効果を、担当課に、

私、聞いたんです。実際のところ、これま

での水銀灯の費用は１年間で約1,３００万

円かかってまして、今回、ＬＥＤに変える

ことによって1,０５０万、２５０万、年、

その費用対効果出ています。私の勝手な考

え方ですけど、１０年で約2,５００万とい

う費用対効果出てますね。 

  この一般会計を、この財源を使って、そ

の子育て応援の拡充のために使ってはどう

かなというんですけど、この点について、

きょうは町長いらっしゃいませんので、副

町長から、ちょっとお考えをお伺いしたい

と思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  おはようございます。 

  ＬＥＤの浮いた金を、子育てに使えない

かということでございますけれども、町で

は、持続可能なまちづくりを進めるために、

経費の削減とか事務の効率化を図るために

豊能再始動計画を作成して、全庁的に推し

進めているところでございますけれども、

平成２０年から財政調整基金を年々、わず

かでございますけれども積み立ててきたと

ころでございますが、今年度の２９年度の

決算見込みでは、財政調整基金を取り崩さ

なければならないというような状況に陥っ

ておりまして、３月の全員協議会でも説明

をさせていただきましたけれども、今後と

も、財政調整基金を取り崩さなければ運営

ができないというようなことになるという

ことで、説明をさせていただきましたので、

今後とも、そういう新たな事業への取り組

みについては、慎重にならざるを得ないの

ではないかというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  私の言ってることは、そんなに大きく拡

大しない話だと思うんで、当然、若い人を、

やっぱりこのまちに取り入れるために、あ

る程度のことを考えていかないとあかんと

思うんです。そういうＬＥＤ化の費用対効

果を何とか使って、若い人たちに入ってい

ただくために、まず一歩は、その未就学児

までの所得制限を撤廃することによって、

やっぱり豊能町が、また変わるんじゃない

かという、そういう考えで質問させていた

だきましたけども、今後の課題であるかと

思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  これで一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。 

  若干、放映の関係で作業がありますので、

しばしお待ちください。 

（午前１０時１８分 休憩） 

（午前１０時２０分 再開） 
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○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま議長より御指名をいただきまし

たので、これより一般質問をさせていただ

きます。 

  ちょっと声の調子が悪いんで、お聞き苦

しい点は御容赦いただきたいと思います。 

  まず、通告順でありますけども、先般、

議会報告会がございまして、その中で出た

問題について、幾つかお聞きいたしたいと

思います。 

  まず、バス問題でありますけれども、私

は、３年前にリレー便の調査を、希望ヶ丘

の自治会の副会長とともにしました。そし

て、そのときに、１回、職員で乗って実態

調査をしてみてはということを言いました

けども、その調査はしたのかどうか、乗っ

てみたのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  リレー便の実態でございます。 

  職員が乗って調査ということではござい

ませんでして、毎月、阪急バスのほうから

調査の報告は受けているところでございま

す。 

  利用実績といたしましては、平成２６年

度、リレー便の前の東西バスのときは、年

間の利用者数が１万3,６２４人であったと

いう報告を受けておりますが、リレー便に

切りかわりましてからの平成２７年度以降

の利用者数につきましては、平成２７年度

が１万5,６９０人、平成２８年度が１万7,

８０１人、平成２９年度、昨年度は１万9,

７４２人というふうになっておりまして、

利用者は、年々増加しておるということで、

リレー便が定着してきたのではないかな、

いうふうなことは考えているところでござ

います。 

  ただ、一方で、東西間の乗り継ぎ、これ

は乗り継ぎのチケットを発行いたしますの

で、乗り継ぎされた数もわかるわけでござ

いますが、その乗り継ぎの方々は、逆に

年々減少をしておりまして、リレー便の始

まりました平成２７年度は1,３３５人、平

成２８年度は８７３人、平成２９年度は７

３２人というふうに、乗り継ぐ方は減って

いるということで、バスによって東西を移

動するという需要は減ってきているのでは

ないかというふうな分析をしているところ

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これは、阪急バスの、いわゆる目的をど

こに置いて調査したかということで、要す

るにそのリレー便は、何のために走らせた

んかと。リレー便ではなくても箕面森町へ

は、西の人は行けるわけです。 

  その、今、乗り継ぎの需要が減ってると

いう話ですけども、これは昔から続けてお

れば、ふえておるわけでありまして、この

前の議会報告会の中でも、そういう意見が

多々あったわけですよ。なぜ、それをやめ

たのかと。 

  高齢化した中で、要するに総合計画の中

では、老人に優しい交通施策という中で、

そのリレー便は、やっぱり東にとっては必

要不可欠な、高齢者にとっては交通手段で

あろうと思っております。 

  その辺を、もう一度見直して、地域公共

交通会議の中で諮ってほしいということも、

以前に言ったと思うんですけども、地域公
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共交通会議は、その後、あったのでしょう

か。そのときにどんな話が出たのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、地域公共交通会議でございますけ

ども、これはもう議員も、今、御指摘のと

おり、開いたときにお諮りはしました。リ

レー便のことについて、お諮りはしました

が、まずはリレー便が定着するまでは、様

子を見ようというような御意見があって、

今現在続いているわけでございます。 

  この地域公共交通会議でつくっていただ

きました基本構想でございますけども、こ

の構想も、もう何回も御答弁申し上げたと

おり、今現在の箕面森町線の阪急バスを、

ときわ台の駅まで延伸をすると。そういう

ことによって、中止々呂美で乗りかえて、

東西間の移動をしていただくということが

最終形ということでございますので、その

実現のときは、北大阪急行の延伸のときと

いうふうに、我々、ターゲットを定めてお

りますので、その折に実現できるように、

これからも調整等、努力をしてまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これ、地域公共交通会議の中でも、その

委員長ですかね、が言っておりますけども、

交通実験という実証実験をするには、定着

するには５年かかるというようなことを言

っております。 

  じゃ、その東西バスを５年間やったのか

と。やってみないと、その実績はわからん

わけです。一定、その会長はそんなことを

言ってるわけですから、これは、もう一度、

真剣に考えていただいて、これは、人口施

策にもかかわる大きな部分であります。で

すから、再度、検討していただくように、

これ、答弁は結構です。要望しておきます。 

  次に、水道料金についてでありますけど

も、きのうも維新の議員から質問が出てい

ました。その中で、今後は企業団が値上げ

を検討し、決定するという答えでありまし

た。 

  企業団に、大手の市町村の加入を働きか

けていくという手段、対応になると思うん

ですけれども、その辺はいかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えさせていただきます。 

  企業団、大きな団体が加入を働きかけて

いくということでございますが、それにつ

きましては、本年度から府域一水道に向け

た取り組みとしまして、「府域一水道に向

けたあるべき姿の研究会」が設置されてお

ります。そして、４月１３日に第１回目の

研究会が開催されております。 

  この研究会のメンバーでございますが、

北大阪ブロック、東部ブロック、河南ブロ

ック、阪南ブロックの各代表幹事市、それ

から、企業団運営協議会の議長市でありま

す堺市、それから日本水道協会の大阪府支

部長市でございます豊中市のそれぞれの水

道事業管理者、そして、大阪広域水道企業

団と大阪府がメンバーでございまして、事

務局は、企業団の広域連携課と大阪府の環

境衛生課が、事務局として務めております。 

  この「府域一水道に向けたあるべき姿の

研究会」の設立趣旨でございますが、将来

の府域一水道の具体的イメージを整理し、

関係者が共有することで、府域一水道の早

期実現を目指すとなっております。 
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  今後につきましても研究会では、府域一

水道に向けた課題の整理、府域一水道の組

織形態や施設配置のイメージの整理などに

ついて、協議・検討されていくという予定

になっておりますので、こういうことをや

っていきながら、やはり一水道に向けた共

通認識を各市町村が持って、やっていかれ

るというふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それと別に、側面からやっぱり働きかけ

る必要があるんではないかな。これ、聞い

てますと、いつのこっちゃなという感じが

するんですね。そんなに豊能町も豊かでな

いし、やっぱり対応は必要であろうと。特

に大手の市町村の企業団加入は、必須条件

ではないかなと。 

  私も、今回、建設水道の委員長を賜りま

して、賛成はいたしましたけども、この次

に、値上げをどう阻止するかというところ

で賛成したわけで、例えば維新の方、いろ

いろ反対してはりますけども、松井知事が

擁した維新の代議士、府議、市議、町議、

この辺の協力体制を図っていって、松井知

事に依頼をしていったらどうかな。そうい

うこともやっていただきたいと思うんです

が、いかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１０時３０分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  再度、質問をお願いします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  身近な町議からお願いするという形もい

けるんじゃないかなということで、その辺

はいかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  議員さんを通じてということは、なかな

か行政として難しい部分があるのかなとい

うふうには思いますが、それ以外の方法と

しまして、やはり大きな団体が企業団に統

合しない１つの理由としまして水道法がご

ざいまして、人口１０万人以上の都市が統

合するときに、何のメリットもないわけで

すね。前にも説明させていただきましたが、

１０万人未満のところですと、統合するこ

とによって交付税がいただけますが、１０

万人以上の市町村にあっては、交付税がも

らえないというようなことがございまして、

余り大きな市町村にとって、統合はメリッ

トがないというところで停滞しているのだ

というふうに思います。 

  したがいまして、企業団とかも一緒です

けども、それは府に対しての要望事項の中

で、やはりそういう水道法の改正とか、１

０万人以上であってもメリットがあるよう

なことをしていただきたいということで、

日水協、日本水道協会だったりとかそうい

うのを通じまして、国のほうには要望をし

ているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それはもう、以前からわかっておるわけ

であります。 

  我々議会のほうも、やっぱり協力体制を

とって、今のいわゆる要望書の提出云々の

ほうに協力体制をとっていきたいと思いま

すけども、今後、何らかの方法でそういう

１つの新しい方法があれば、考えていって

いただきたいと思います。 
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  続いて、３番目の環境問題でありますけ

ども、この問題もきのう出ていましたけど

も、土砂問題、それからソーラーの問題と

もに、住民と議員と行政が協働して取り組

むことが肝心であろうと。 

  希望ヶ丘の自治会も、崩落跡地検討委員

会が立ち上がっております。しかし、この

種の問題は、今、言った住民、議会、行政

が三位一体の協力体制、これが必要必至で

あります。我々、一般住民さんも頑張って

いくと思うんですけども、今後、行政の協

力体制、これが非常に大きな問題でありま

す。その辺の意気込みを、ひとつ聞かせて

いただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  希望ヶ丘の自治会のほうから池田土木に

対して、跡地利用の要望を出されておりま

す。それについては、豊能町と池田土木、

また地元自治会との三者協議を年度内にや

る予定をしておりまして、町としても地元

の意向に沿うように、その跡地利用につい

ては協力して、ばんばんバックアップして、

一緒になって取り組もうという姿勢を持っ

ております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これは、希望ヶ丘のほうでは自然発生的

に、一般の住民さんからつくられた対策委

員会なんやね。ですから、やる気十分とい

うことで、自治会のほうもバックアップし

て協力体制をとるということであります。

今後、私もだからその自治会長を引き受け

ておりますので、行政と一緒に少しでもい

い環境をということでやっていきますので、

この辺、よろしくお願いいたします。 

  次に、とよの再始動計画でありますけど

も、これは、町長がよく言う、職員との切

磋琢磨の具体策、これは効率的な人員配置

と同時に人事評価であります。人事評価は、

前も質問で言いましたけども、仕事の結果

評価であって、人材評価ではないわけであ

ります。早急に人事評価表、新しいものを

作成する必要があると思うんですが、いか

がですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまでも、再々、御質問いただきまし

てお答えしてまいりました。 

  勤務評定は、もう平成１８年から豊能町

は導入しておりまして、平成２３年４月か

らは、その勤務評定の結果を、給与等処遇

に反映をするというふうな運営を始めまし

て、評定結果がよくない職員、これについ

てのみでございますが、給与等に反映をし

てきたわけでございます。 

  しかしながら、地方公務員法が改正され

まして、平成２８年４月１日に新たに施行

されたものによりますと、勤務評定という

名前ではなくて、人事評価という名前のも

と、人事評価制度を導入をするということ

が義務化されたわけでございます。この人

事評価を任用とか給与、分限など、人事の

管理の基礎とするということとなったもの

でございまして、これまで、今、申し上げ

たとおり評価結果が悪い者にだけ反映をし

てきたわけでございますが、今後は、評価

結果がよい職員、これについても反映をす

るということで、ことしの４月から、新た

に人事評価制度を改正したところでござい

ます。 
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  それからまた、評価表でございますけど

も、これにつきましても、ことしの４月か

ら新たなものに変えて、新しい制度に反映

をしていくということとしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  その評価表が新しくなったということで、

また見せていただきたいと思うんですけど

も、民間企業からいえば、何ちゅうんです

か、これは人事評価といいますか、面接の

ときの面接評価みたいなもんで、これ１回、

豊能町が得意なコンサルに１回つくらせて

みたらどうかなと、そういうことも１つの、

何というんですかね、方法ではないかなと

思うんですけども、どうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人事評価の評価表の様式というか中身で

ございますけども、これ、議員からも再々

御指摘を受けたので、私もよその市とか町

の、大阪府も含めてですけども、評価表を

見る機会があれば注意深く見ておるわけで

ございますが、ばくっと申し上げますと、

本町とそんなに変わらない、もしくはもっ

と粗いものも多いというようなことで、評

価表そのものは、豊能町の評価表、非常に

細かくできておって、自画自賛はいたしま

せんけども、よそのものよりは細かいなと

いうような認識を持っておるところでござ

います。 

  このようなことにつきましては、勤務評

定研修とか人事評価研修、これまでも管理

職などを対象にやってまいりまして、今、

おっしゃったコンサルのようなお立場の方

に講師で来ていただきまして、そのときに

評価表、うちの町の評価表を見ていただい

ておりますが、お褒めの言葉をいただいた

りもしておりまして、そんなによそと比べ

て劣っているものではないというふうに認

識はしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  一度また、新しいのを見せていただきた

いと思います。私の感覚では、非常にだる

いなという感じがしております。 

  次、町民ニーズに合わせた施設運営の方

向については、先般、投函された豊寿荘、

永寿荘の各事業の取り組みについてチラシ

が入りました。非常に積極的な対応だと思

いますんで、今後、より一層積極果敢な事

業展開を期待いたしたいと思います。これ

はもう、答弁、結構であります。 

  次に、最後の小中一貫校についてであり

ますけれども、私は、人づくりはまちづく

りであり、国づくりであるという考えで、

ずっと議員活動をしてまいっております。

また、支援のない国日本、大企業のない豊

能町は、ともに教育でまちおこし、国づく

りというのが、私は基本であろうと思って

おります。そして、ともに教育大国日本、

これは、第一次安倍内閣のときに、教育大

国日本ということを言っておりましたけれ

ども、今回、豊能町は教育力日本一、これ

池田町長が言っておるんですけども、それ

に向けて、やっぱり使命感持って取り組む

ことが肝心であろうと、こういうふうに思

っております。 

  生涯学習社会の中で、国の構想する家庭

の教育力、これが原点であろうと思う。そ

れで、地域、学校、家庭の教育力が問われ

ておるわけでございます。そして、今回、

文部省の諮問機関である中央教育審議会、

いわゆる中教審が小中一貫教育を義務教育

として答申し、文科省が制定、制度化した
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わけであります。 

  それに向けて、今、町長が、この小中一

貫校を義務教育として、豊能町の義務教育

として方向づけをするという方向に行って

いるわけでありますけれども、この間から、

豊能町の教育委員会会議の議事録、また、

豊能町の小中一貫教育等休日検討委員会の

議事録、さらには教育環境部会、そしてカ

リキュラム部会、それから前石塚教育長宛

てへの豊能町小中一貫教育充実検討委員会

の答申、さらには新谷教育長になってから

の豊能町教育委員会会議議事録を、全て見

せていただきました。また、文科省の諮問

機関である中教審との９月、１０月の初等

中等教育分科会、小中一貫教育特別分科会

の論文も参考に、目を通してまいりました。 

  そこで、豊能町の教育大綱についてお伺

いいたしますけれども、小中一貫校のメリ

ット・デメリットは、全て読んで、まあま

あわかったような気がするんですけども、

もう１点、豊能町が目指す、これ小中一貫

校というのは、やっぱり子どもにとっては

新しい義務教育が最高のものであるように

やりなさいということなんですけども、豊

能町の最高の小中一貫校が、私は、あれ読

んでもなかなか見えないと。それは、私が

感じたとこでは、事前の対応と事後の対応

がないからではないかなというような気が

いたしております。つまり、今、子どもの

減少、そして子どもの成長の変化等々、教

育が時代の変化、社会の変化への対応を求

められているということだと思います。 

  しかし、教育問題として捉えるとき、単

に社会的な、社会の事象、いわゆる今の子

どもの減少、成長の変化、それに対応する

だけではなくて、根本的に社会を構想する

過程、地域の人間の変化に対して、根本的

に対応しなければならないと思います。な

ぜなら、教育は人間関係、つまり人として

どう生きるかと、いわゆる人間としての基

礎、基本の重視、人間としてどう生きるか

ということを学ぶことであります。そして、

地域社会の変化は、各地域で地域ごとに千

差万別であります。 

  そこで、豊能町保幼小中一貫教育の推進

について、この間、平成３０年５月１６日、

豊能町教育委員会が出しております、これ

を見ますと、その理念が出ております。豊

能町保幼小中一貫教育の推進についてとい

うＡ４版ですね、が出ております。 

  これを見ますと、その理念が書いてあり

ます。「目指す子どもの像は、豊能町に誇

りを持ち、自信を持って生き抜く子ども。

そして、地域、保護者、教育員、みんなで

ゼロ歳から１５歳までの教育に責任を持っ

て育てる。」と書かれております。いわゆ

る保幼小中、この間の１５歳までの子ども

に対して、地域、保護者、教育員、みんな

でその責任を持って当たっていこうという

ことであります。 

  ところが、私、非常に今、この前も自治

会長しましたけども、一体、今は地域があ

るのかと、家庭があるのかというふうなこ

とを、つくづく感じるわけでありますけど

も、西と東における、地域、保護者の意識

調査・検証は、事前の対応としてしたのか

どうか、まず、そこをお聞きいたしたいと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  おはようございます。 

  それではお答えいたします。 

  西と東の家庭の意識調査をしたかという

御質問ですけれども、現時点としてはして

おりません。 

  以上でございます。 
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○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  だから、私は、なかなか見えない、わか

らないと言ったわけです。いわゆるその事

前の対応がない中で、物事がどんどん進ん

でいっているという中で、非常に違和感を

感じておるわけでありますけども、まず地

域、私が自治会長として入った中では、非

常にモラルが低下してると、自分主義であ

るということが、非常につくづくと感じる

わけです。それと保護者、これはやっぱり

しつけの問題があるんですけども、家庭の

問題ですね。 

  大変情けない話ですけども、希望ヶ丘は

子ども会が解散いたしました。その子ども

を守る親御さんが、その子ども会を解散す

るという、その辺の非常に厳しい中で、ま

ずその、何ていいますか、その教育に当た

る先生がどうあるべきかということを、ま

ず、やらないかんのじゃないかなと。 

  いわゆる地域では、大人が子どもの先生

であります。家庭では、親が先生でありま

すし、学校では教師が先生ということであ

りますが、私は、前に言ったと思うんです

けども、先生というのは、先に生まれると

書きますけども、先に生まれたから先生で

はなくて、先を生きる、つまり、子どもに

みずからの生きざまを見せる、いわゆる尊

師、これが本当の教師であります。そこを

やらなければ、幾ら最高の小中一貫校とい

っても、なかなか難しいんじゃないかなと

思うわけであります。 

  私は、まずその、きれいごとを言っても、

これなかなか始まらないんで、美辞麗句で

はまちづくりはできないと。私はその、さ

っきも言いましたように、子育てはまちづ

くりであると思っておりますんで、まず、

教育委員会が率先垂範して、子どもにその

背中を見せる、つまり持ち前の、部長がよ

く言うシティプライドですか、を持って、

まちに誇りを持ち、自信を持って、自分を

育ててくれた心のふるさと、学校、地域を

つくることが先決であると思いますが、教

育長は、どうお思いになりますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回、教育大綱で、今の４小学校、２中

学校を、１小１中の学校にやっていこうと

いうことをさせていただきました。これま

でにも教育については、これから将来の子

どもたちをいかに育てるか、あるいはまち

をどのようにして活性化するかという視点

を持って教育に取り組んでいくというのは、

これは、昔も今も変わりはございません。

ただ、現実問題として、なかなか今の現状

をこのまま続けるいうことは、なかなか難

しいということで、いろいろ議論をされて、

１０年来、１０年前からいろいろ議論され

て、今回まで至っているという現状でござ

います。 

  私も、先ほど西岡議員がおっしゃったよ

うに、やはり教育は人づくりであり、また、

まちづくりであり、また、国づくりである

という考えも、私も非常によく理解させて

いただいております。 

  そういう意味から、教育力日本一という

名を持って、町長のほうから教育大綱を示

されましたけども、それは、１つはやはり

教員の指導力、あるいは授業力の向上をま

ず第一に挙げて、昨年から学力向上プラン

をつくってやっております。それと同時に、

今、今回、豊能町の大きな転換点である、

この小中学校、幼稚園の保育所のあり方に

ついて、子どもの育ちも含めて、国の動向



 3－23 

を見きわめながらやっていくという方向で、

やってまいりたいと思っておりますので、

どうぞ御理解いただきましたら、ありがた

いと思います。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いわゆる時代の変化、社会の変化の中、

それを対応するということでは小中一貫校、

これはもう、避けて通れないと、私は思っ

ております。 

  ただ、その地域に即した、やっぱり地域

の豊能町独自の教育を打ち出していってほ

しいということを、この審議会の中、全部

見ましたけど、全ての中でそういうことが

出ております。 

  その中で、会議の会議録を見ますと、最

初にそういう意見も出たと。その次には、

もう結論を出して、こういうふうにいくん

だというふうな話し方で来てるんで、これ

は議論をしてないなと、まずはありきでい

ってるなというような気がします。 

  特に東地区は、いわゆるその学校という

ことが地域の中心になってると。それと、

心のふるさとといいますかね、私は、町長

もそうやし、教育長もそうです、地元で育

った方が、自分を育ててくれた先人、地域、

学校への誇り、敬意、感謝、この辺の気持

ちが、我々よそ者と違ってあると思うんで

す。その辺、どういうふうに考えておられ

るか、まず、お聞きしたいと。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回、教育大綱で４小２中を１小１中、

それも敷地が吉川中学校ということを、教

育委員会も町長のほうに提案をさせていた

だきました。それは、さまざまな条件を勘

案して、いろいろ考慮した中で、そういう

結論を教育委員会として出させていただき

ました。 

  それまでにわたる経緯については、いろ

いろ答申の中でも４つの案が出ておりまし

た。そして、それ以外にも、議会でも議論

をされた再配置案も議論させていただいて、

合計７つぐらいのその案をもって、いろい

ろ議論させていただきました。そして、そ

の議論は再配置のみならず、ソフト面も十

分勘案した上で、その案が最も小中一貫教

育をやる上で、一番いいのは今の教育大綱

で示された内容であるというふうな結論に

なったわけであります。 

  私もここで、豊能町の東地区で生まれ育

ち、そして教育現場でやらせていただいて、

自分の母校がなくなるというのは、非常に

残念でつらい思いがございます。ただ、今

後、５年先、１０年先、１５年先の子ども

の育ちを見ると、これもやはりやっていか

なければならないことかなという思いで持

っております。そういうことで、この職責

を、できるだけ次世代の子どもたちに頑張

っていってもらえるような仕事をしたいと

いうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今、教育長からこの小中一貫校に関して、

議会の中で議員と話ししたみたいなことで

ありますけども、私は、非常に今回は勉強

不足で、なかなかうがったなという気がし

てるんですけども、そういうことを十分に

話しした覚えもあんまりないわけです。そ

れは、今後まだ２年ありますんで、いろん

なとこで、教育委員会ともお話をさせてい
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ただきたいと思うんですけども、私に言わ

せてみれば、教育力日本一は、西地区だけ

でいいのかなと。私は、東地区もやらない

かんのんちゃうかなと。 

  もともと、昔は豊能町１０年計画の中に、

ふれあい文化田園都市ということもありま

した。ここは、都会からたかだか４０キロ

でここへ来れると。これだけの自然がある

と。この自然の中で子どもを育てるという

ことは、大変すばらしいあれやと。私は、

どちらかというと、この小中一貫校は東に

学べというふうに、私は思っております。

だから、そういう自然環境を子どもにやっ

ぱり引き継いでいくと。 

  だから、私は昔、３年度に大阪府のＰＴ

Ａで学校５日制、これは私、子どもに対し

て非常に申しわけない思いをしております。

これは、安上がりの教育をしたなと。だか

ら、今回もそういうことにならないように、

ここで踏ん張って何らかの方法で、私は知

恵を出し工夫をしていって、このやっぱり

東地区の小中一貫校、やっぱりつくってい

かなあかんと。 

  それと、これ一番最初に出発点を見てま

すと、平成２６年のその教育委員会会議で、

東西でどのような小中一貫校がベストであ

るか検討してくださいという内容で始まっ

て、まず西地区、東はどうせ小中一貫校に

せなあかんやろと。だけど、その前に西地

区も子どもが減ってきてると。その中で小

中一貫校、すばらしいもの、どういうふう

にしたらいいのか、これを検討してくれと。

その中で、コストカットではなく子どもに

とってベストの小中一貫校を考えてくださ

いと、こういうふうなことで、教育長、当

時の教育長は石塚さんかな、がそういうふ

うにやって、それがいつの間にか、東を巻

き込んで小中一貫校。それで、最終的に西

地区というような形になって、その意見の

中ででも、なぜここで東のことが出てくる

んかと。今、西地区の検討をしてるんじゃ

ないかというような話も出ています。でも、

その次の委員会では、もうそんなことはそ

っちのけにして、もう東の話が出てると。 

  だからこれ、問題提起はあったんだけれ

ども、その対応をどうするか、それに対す

る対応が全くネットでは出てないんです。

だから、議事録見ても、その問題出たもの

に対してのその対応、議論、これが載って

ないからわからんわけですね。だから、今

後そういうことも含めて、もっとその一般

的にオープンにしながら、ここに書いてる

ように、地域の方も一緒になって、地域、

保護者、教育員、みんなで責任を持って子

どもを育てるような形の体制をつくってや

っていったほうがいいんじゃないかなと。 

  私、ここで前、かなりハード面とソフト

面の進捗の度合いが違うなと。私は、まず

ソフトをやってハードができるんじゃない

かなと。ソフトも決まらんのに、どんなも

のを建てるのかわからへんのに、もう予算

が挙がってると。予算挙がるということは、

そのいわゆるどういうものを建てるかいう

のは検討やと思うんですけれども、私はう

がっとったから、それもわからなかった私

のミスですけれども、でも、どんな教育内

容でどんな建物が建つかというのが決まる

んでね、それがまだ、その今の状況で、親

御さんのあれもしてないというような状況

で、だからやっぱり、まず初歩の事前の対

応、これをきちっとせんと、事後の適用に

ならんように、事前の対応を事後の対応に

せんと、これ子どもがまた犠牲になるとい

うことで、私はこれ、都会からわずか４０

キロ圏内でね、さっきも言いましたけども、

自然がある、大自然の中で子どもが生き生

きと伸び伸びと、自然を生かした、やっぱ

り教育長がよく言う、心豊かな人間育成で
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すか、生きる力を育むと、これはやっぱり、

私はどっちかというと、東に倣えというふ

うに思っておりますけども、その辺を、今

後どういうふうに進めてまいるのか、ちょ

っと教育長の話も聞きたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１１時００分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの西岡議員の質問に関して、ちょ

っと答弁漏れがございましたので、補足説

明をさせていただきます。 

  議会の中で言われた、一般質問で言われ

た案も含めてということで、議論をさせて

いただいた。議会と議論をしてということ

ではなくて、議会の中で一般質問で出た内

容も含めて検討をしたということで、御理

解いただきたいというふうに思っておりま

す。 

  それから、東地区のことについてもござ

いました。我々としましては、今後、将来

にわたって、どうやって子どもたちの状況

を一番よい方法で教育をしていくかという

ことで、議論をされてまいりました。これ

は、ずっと当初からありました、平成２０

年ごろから議論されましたので、確かに西

岡議員言われるように、西地区の子どもた

ちの減少を踏まえてどうしていくかと。そ

の中で、３年がたち、４年がたち、５年が

たちしていくうちに、国の方向も既に、小

中一貫の方向も出てまいりました。これま

で、７０年間やってまいりました小学校、

中学校の義務教育を、９年間で義務教育と

いう発想でやりましょうと。ある学校では

７年生、８年生という言い方もしておられ

ます。そういう１つのくくりとしてやって

いこうというのが国の考えで、それをもっ

てやっていこうというのが１つの流れにな

ってきているのかなというふうに思います。 

  本町としましても、いろいろな答申、提

言をいただきました。その中で、最終の答

申でありました平成２８年３月のものにつ

きましては、それやっぱり西地区のいろん

な議論も踏まえ、あるいは教育委員会で議

論をされた経緯もあって、最終的には小中

一貫教育で、今後、豊能町の教育をやって

いこうという意見にまとまったというふう

に、私は理解をしております。 

  そこで、２８年の３月のものでは、こう

いう再配置案では、こういうふうなことが

述べられております。本委員会は、現状の

小中連携の推進をより進め、保幼小中一体

化したカリキュラムのもと運営を行う小中

一貫教育の推進や、小中学校の再配置によ

りクラスがえができる規模に、学校を再配

置することで、教育効果の向上を目指すと

いう方向について、課題を明らかにするた

めに答申を捉えて検討を行ったということ

で、一定、その効果並びにクラスがえとい

うふうなキーワードというのがございまし

た。 

  その中で、我々としては、現状こういう

ふうに、例えば東地区に１小１中とすれば

どうなるかと。５年後、１０年後、あるい

は１５年後どうなるかというふうな判断も

し、最終的に、小中一貫教育が最も望まし

いのは、一体型の小中一貫教育ということ

で議論をして、最終、場所はどこにしたほ

うがより望ましいかという議論をしてまい

りました。 

  特に、そのときに議論をされた中に、東

地区のそういうことについても議論はされ
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ました。そこで、その先生方はその意識を

したわけじゃないんですけども、とよの学

というのを、ぜひつくりたい。これは、今

までは各校の、その地域地域のよさを学ぶ

というのが基本でありましたけども、これ

から小中一貫を目指して、とよの学という

のもつくって、豊能町全体としてものを見

ていこう、子どもたちにそれを学ばそうと

いうことで、とよの学、これはそこの一番

最初の理念にありましたけれども、豊能町

に誇りを持ち、自信を持って生き抜く子ど

もということにもかかわってくるというふ

うに思っております。その中に、推進教育

の案の中にとよの学を創設し、豊能のよさ

を育くむ地域学習、東地区自然体験学習の

実施等につきましても、教育委員会で議論

をし、あるいは先生方で議論をされた中の

ものがここに載せてあるということを御理

解していただきながら、東地区の子どもた

ちも、十分教育環境をこれから将来にわた

って、できる環境をつくっていくという観

点で、今回の結論を町長のほうに提出させ

ていただいた次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今、教育長が言われたことも、全部読ん

でおります。ただ、その問題提起がされた、

問題に対しての対応をしてきてない。 

  例えばバス問題もありました。通学する

よりも歩いたほうがいいよという話もあり

ました。じゃあ、その教育的に、バスと歩

くことがどうなんかと。歩くことのほうが、

ずっと教育的な観点でいいわけです。その

問題に関しては、やっぱり危険度の問題と

かいろんなものありました。そういうこと

の対応の部分が、一切、載ってないんです

よ。その次になったら、もう決まってるわ

けですよ。それは方向づけされとるわけで

す。 

  だから、僕は、やっぱりここの豊能町の

よさを生かしてほしいという、皆さんのた

くさんの意見があるんですよ。豊能町独自

の教育をつくってくれという中では、私は

議員になったときに、高山の小学校へ運動

会に行ったことを覚えてます。今でも覚え

てます。高山の小学校はすばらしい、なく

したらいかんなと思ってる。モップをかつ

いで、親が竹にモップを通して、子どもを

乗せてリレーするんですよ。すごいですよ。

あそこは要するに、学校が地域をつくって

ると。全員が、今言うこれですわ。みんな

で子どもを育てようと、そういう形を、も

うここに書いてあるんやから、１回ね、そ

んな急がんでも、別に義務教育として、こ

れをすぐにやらんなんいうことはないんで

す。実験してるとこもあるんですよ。そん

なに急いでどこ行くのという感じが、私は

してるんですけども、もっとやっぱり事前

の対応を、これをきちっとせんと、結果、

子どもに負担が来るということのないよう

に、私はしてほしいなと。 

  だから、教育力日本一は東も西も、同じ

ようにやっていかないかんと。そのために

は、やっぱり財源も必要です。この中にも

出てますけども、少人数学級でもでけんこ

とはないんです、工夫してすれば。教育指

導として、少人数学校教育もできるし、生

徒指導の中では、この東の地域を生かす教

育もできると。そのためには、やっぱり教

職員の定数の問題もあります。これは、国

が決めたあれがありますけども、それを国、

府に対しての取り組み、そんなんもあるで

しょう。いろんな面でトータル的に、やっ

ぱり最終プランが出てから、どういう学校

をつくんのか。まず、西や東だ、そういう

話じゃ、私はないと思うんですね。だから、
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まず子どもに対して、今、教育長がおっし

ゃったように、いい教育、最高の教育、豊

能町の教育をどうするんかという視点に立

って、今後、やっぱり進めていただきたい

なと思うんです。 

  これ、私も議事録、全部見ましたけども、

問題提起してるけども、要するに教育委員

会の対応がないと。意見は聞くが、最終、

教育委員会が方向を出してるような形に、

私は読み取りました。もちろん、権限は町

長にありますし、最終責任は全て町長、そ

れから教育委員会もそうでしょう。議会も

最終決議しますから、議会にあるわけです。

ですから、意思決定された意見を聞くだけ

のタウンミーティングにしないように、こ

れからまだ２年間ありますので、議会と行

政が子どもたちのために、ベストの小中一

貫校にするように、真摯に議論して決定し

なければならないと思います。 

  教育長のお考え、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回、こういう教育大綱で大きな方針を

出させていただきました。これは、やはり

教育委員会で出すべき内容と、学校の先生

方や、あるいは地域、保護者の方々が議論

してやっていただく部分、こういうものは、

ある一定、分けながらやっていかなければ

ならないというふうに思っています。町と

しては、大きな方針を住民の皆さんに説明

し、それでいいよと、あるいはこれはちょ

っともう少し課題であるなというふうなこ

とを聞かせていただいて、そしてそれを踏

まえながら進めていくという形。そして、

ある一定、御理解いただきましたら、こう

いう準備会的なものをもって、より具体的

に、より詳細にやっていくというのが、進

め方ではなかろうかなと。今回、そういう

ことで方針をつくって、保護者のほうに、

あるいは地域のほうに説明に参るというの

が、今、我々の努めかなというふうに思っ

ています。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  この豊能町の目指す子ども像、豊能町に

誇りを持ち、自信を持って生き抜く子ども

を、地域、保護者、教育員、みんなで責任

を持って、この１５年間の教育を、すばら

しい豊能町の一貫性、継続性、発展性を大

切にした教育を進めるために、２年間をか

けて真摯に討議していっていただきたい。

我々も頑張ってまいりますので、よろしく

お願いします。 

  これで一般質問を終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、西岡義克議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

１時２０分とします。 

（午前１１時１１分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ２番・田中龍一でございます。 

  議長から発言のお許しをいただきました

ので、一般質問をさせていただきます。 

  町民の皆さんの代表として、しっかりと

質問させていただきます。また、理事者の

皆様と同じく、このまち豊能町をよいまち
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へと変えてまいりたいと思っておりますの

で、質問、提案させていただきます。前向

きな御答弁をよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従いまして、１番目、

豊能町保幼小中一貫教育施設基本計画策

定・基本設計業務参加業者の募集について

でございます。 

  小中一貫校を建設すること自体について

は、当初、反対ではなかったのですけれど

も、今回の事業者の募集が明らかになるに

つれて、本当にこのような進め方で実現す

るのかなと、大変、心配です。 

  私は、行政経験が約３０年、事業コンペ

も過去に３度、直接、実施したことがあり

ます。そのような経験から、今回の事業者

募集の進め方に、大いに疑問を抱いており

ます。 

  例えば、本業務の募集に際して、設計の

最も基本となる要素を盛り込んでいない。

具体的には建設地の敷地の設定、これが不

明確。募集要項には、吉川中学校及びその

周辺地としてしか書かれていない、非常に

不明確です。また、想定する児童の生徒数、

バスの通学者数、こういった本当に設計に

当たって必要な項目が、全く盛り込まれて

いない。これは、なぜ盛り込まれていない

のか、これについて、まずお答えいただけ

ますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今、お尋ねの件につきましては、まだ、

正確に決まっておりません。ですから盛り

込んでおりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  正確に決まってない段階で、今、基本計

画、基本設計を募集されたということです

ね。 

  それでは、さすがにこの提案事業者も、

基本の条件がわからないということで、町

のほうに質問書を出された。その中、町が

提案可能範囲ということで、この地図を出

されました。この中には、吉川中学校のと

ころと、提案可能範囲のこのオレンジの部

分があるんですけれども、この提案可能範

囲の中には、何と驚くことに、現在使用中

の既存施設、吉川支所、ユーベルホール、

保健福祉センター、図書館、駐車場、公園

などが含まれています。小中一貫校及び認

定こども園の建設に当たって、これら既存

の施設を撤去することを想定しているのか

どうかについて、お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。財産管理の担当ということ

で、答弁をさせていただきます。 

  吉中の周辺施設を含めました敷地での提

案を、教育委員会は求めたということでご

ざいまして、どの施設を撤去するというこ

とを決めているのではございません。 

  まずは学校を第一に考えて、学校の敷地

を決めるということから、あのような提案

を求めたというようなことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  私、募集要項見ましたけれども、それで

あれば、その撤去について、もっと明確に

書くべきではないのかな。することを想定

しているのかしていないのか、あの募集要

項では全くわかりません。事業者からすれ

ば、今、狭い中学校の敷地の中で、これを

やろうとすれば周辺のものを含めないと、
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多分できないというふうに判断されておる

と思うんですけれども、じゃその、今、撤

去を想定しているのかしていないのかって

いうのは、ちょっともう一度、よくわから

なかったんですけれども、もう一度、その

撤去を想定しているのか、それについても

う一度、御回答いただけますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今回の事業者の募集でございますけれど

も、質問に答える形で、西地区の公共用地、

公共施設のあるところ、全て提案可能とい

う形で出させていただきました。 

  これは、なぜそのように出させていただ

いたかということでございますけれども、

事業者が豊能町をよく調べて、豊能町の新

たな小中一貫校をつくる、また、そこに認

定こども園もつくるという提案に対して、

どのように考えてくる、豊能町のまちづく

りも含めたものを、どのように考えてくる

のかというふうなところを見たかったわけ

です。一辺倒にこちらから出した資料をも

とに、普通の企画を持ってくるようなとこ

ろではなくって、みずからが考えて、いろ

いろな提案を示してくるというような事業

者に、我々は新しい小中学校をつくる計画

をつくっていただきたいという思いがござ

いました。そういうこともございましたの

で、あえて細かな指定はせずに、大きく好

きな考えを持ってきてほしいということで、

募集をしたものでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今のお答えですと、好きな考えを出して

ほしいという話でしたけれども、そうする

と、事業者がこれを撤去するというふうな

提案があれば、町としては受けるというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  また、財産管理の立場からお答えさせて

いただきます。 

  まず、先ほど申し上げたとおり、学校を

第一に考えて、学校のあり方を考えた上で

敷地をまず決めると。その上で、撤去する

必要がある施設があれば、それは撤去をす

る、やむを得ず撤去をすることもあるでし

ょうし、また、複合施設を考えるようなこ

ともあるだろうというようなことがござい

ますが、その際におきましても、学校のラ

イフサイクルコストでございますとか、ほ

かの施設のコスト、これらはもう、総合的

に複合的に考えて、決定していきたいとい

うようなことでございます。撤去を決めて

提案を求めたわけではないけども、学校の

必要な範囲が決まれば、撤去も考えるとい

うことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

  追加・補足あればお願いします。 

○教育次長（南 正好君） 

  今、総務部長が答えたとおりなんでござ

いますけれども、もう議員も御存じだと思

うんですけれども、現在、いろいろな学校

は、複合施設を整備することによって、学

校をしている先例事例っていうのはたくさ

んございます。そのようなことも含めます

と、やはり既存施設の撤去というのも一定、

考えなければならないというのは、教育委

員会の考えでございましたので、このよう

にしたものでございます。 

○議長（橋本謙司君） 
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  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、使ってる施設、やはりこれ、撤去す

るかどうかというのは、これ決めてから、

やっぱり提案すべきだと思いますね。普通、

こんなやり方っていうのは、まずないです

よね。この本当、今、使われている施設が

どうなるかわからない状況でやられている。

学校中心でやられているのはわかりますけ

れども、学校は学校の敷地の中でやられる

分には、それは理解できますけれども、ほ

かの施設も撤去することも想定してやるっ

ていうのは、これどう考えても、私は理解

できないですね。 

  それとあとは、その撤去することも考え

られるということも言っておきながら、今、

ＰＴＡの説明用の資料には、例えば図書館

とかユーベルホールとか周りにあり、教育

活動を行うには活用しやすいというふうに

説明しているとか、事業者向けには提案可

能地域だということで撤去も促しながら、

説明には図書館、ユーベルがあるから、こ

れ活用できるよみたいな言い方をしている

っていうのは、これ非常に何ていうんです

か、二枚舌というか変なことになっておる

と思うんですよね。 

  それとあとは、気になっておりますのが、

今回の募集の仕方なんです。これ、基本計

画策定と基本設計業務、これ一緒にひっつ

けておるんですよね。これ、普通は基本計

画、これ基本構想でしょうけれども、基本

構想は基本構想でまずつくって、それを例

えば住民の皆さんに説明しながら、その意

見を反映しながら、例えば基本設計にする。

ですから基本構想は分けて、普通は基本設

計と実施設計を一緒にするパターンという

のは、ごく一般的なんですけれども、これ

あえて、その基本計画と基本設計をひっつ

けてしもてる。先ほど次長おっしゃったよ

うに、まだ何も決まってないというふうな

発言があって、もう非常にびっくりしてお

るんですけどね、これ決まってない中で、

何で基本計画と基本設計、基本計画８００

万、基本設計が4,０００万ですか、これを、

何であえて一括して応募したのか、この理

由についてお答えいただけますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  まず、今回の事業の進め方でございます

けれども、基本構想をつくり、基本計画を

つくり、それに基づき基本設計をし、実施

設計をし、工事を進めていくということに

しております。 

  基本構想についてでございますけれども、

基本構想につきましては教育大綱という形

で、大きな構想をつくっていただきました。

現在、その教育大綱に基づき、住民の皆様

及び保護者の皆様に説明会をしておるとこ

ろでございます。 

  業者につきましては、その後、基本計画

からつくっていただこうとしておりますけ

れども、現在の住民説明会や保護者説明会

の生の意見を業者に聞いていただいたもの

で、基本計画にまとめていっていただこう

と思っております。 

  基本計画と基本設計を、なぜ同時に出し

たのかということでございますけれども、

住民の皆様から意見を聞いた上で、基本計

画をつくっていくのに相当時間がかかると

想定をしております。それが決まった段階

で、改めて基本設計を出すということにな

りますと、業者がかわってその基本計画を

つくったこと自体が、基本設計に本当に反

映だけできるのか、そこでもう一度、説明

をせなあかんということもございますし、

町といたしまして、公共事業を発注する場
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合には入札手続等をしていく中で、約２カ

月間のロスができます。その２カ月間のタ

イムロスというのは、３５年４月に開校を

予定している場合には、その基本計画をつ

くるまでに、住民の皆様の合意をいただく

ための相当な時間がかかってきますので、

非常にその２カ月がもったいないと考えま

した。そういうこともございましたので、

今回、基本計画と基本設計を同時に発注し

たということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  私は、やっぱりこれはおかしいなとは思

いますね。やはり、まだ先ほどの話聞いて

ると、全然、敷地も固まってない、どれを

撤去するかも固まってない、何かその、全

く決まってないものについて、８００万、4,

０００万、一挙にやるっていうのは、これ

はその時間的なものというよりは、進め方

としては非常にこれはおかしいものだと、

私は思います。 

  まずその１点は思うんですけれども、次

に、今回、設計提案が決まったと、出され

たというふうにホームページに出てたんで

すけれども、事業者の企画提案書やプレゼ

ンテーションでは、今、吉中とか提案可能

範囲の既存施設を撤去する案ということで

出されていたのかどうかについて、具体的

にお答えください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  小中一貫校の建設に係る基本計画と基本

設計の作成業務というのが、今回の、先ほ

ども申しましたけれども、業者選定の眼中

っていいますか、どこに見るかっていうと

ころでありまして、その建設に当たりまし

て、ノウハウを持っておるのかとか、実績

はあるのかとか、住民の意見の取り入れ方

に工夫があるのかとかそういうことが、今

回、提案をしていただいておる企画の中の

内容として重視をした点でございます。 

  その企画の中の内容につきまして、どこ

どこの施設を撤去するとか、どこどこの建

物をつかうとか、どの施設を使うとかって

いうような提案は、おのおのの業者からご

ざいましたけれども、それは何ら決まって

ないことでございまして、今、ここでそれ

ぞれを言うと、その意見のみがひとり歩き

しまして、まるで決まったかのようにとら

れることもございますので、個々の事業者

の提案内容については、答弁を控えさせて

いただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  私、個々の事業者というより、今回、提

案された事業者については、これ当然、決

まったわけなんで、それについてはお答え

すべきだと思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  先ほど来、申し上げておりますけれども、

今回、決めました業者のほうの提案はござ

います。ございますが、その提案で基本計

画とするものでも何でもございません。そ

の提案の考え方等を考慮いたしまして、こ

の事業者ならば、我々が求める小中一貫の

学校をつくっていただけるなということで

選定したわけでございますので、その事業

者が、今現在、出しております計画は、新

たに今後する保幼小中一貫施設には、何ら

関係のない提案でございますので、その提
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案についての公表は控えさせていただきま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  じゃ、今の提案は、今のところ何ら関係

ないということで、受け取っておきます。 

  次に、小中一貫校を建設するに当たって、

町が想定する概算費用とか見込みっていう

のは、当然、これ進めるに当たって莫大な

費用かかりますんでね、一体、先ほど撤去

する建物は見積もってないと言うてはりま

したけども、撤去費はどうするのだとか、

建設費はどうするのかとか、維持費、特に

これ、通学バスなんかの維持費になると、

大分かかると思います。この辺は、概算と

してどのようにお考えなのか、教えていた

だけますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  財政担当の立場から、お答えをいたしま

す。 

  教育委員会は教育委員会なりに、学校の

再配置に伴う費用の見積もりはしておるか

もわかりませんけども、我々は幾らになる

というようなことまでは、はっきり申し上

げられませんが、その事業費につきまして

は、いただける補助金、これをまずはいた

だく。残りについては起債をするというこ

とによりまして、その建設するその年度の

町の持ち出しは、余りないようにというこ

とで考えておりますし、起債につきまして

も償還金に対する交付税措置がいただける

ようなもの、これを起債をするということ

で、町全体の負担は将来にわたっても、余

り大きくならないように、そういうことを

念頭に、学校の再配置について考えてまい

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１１時３６分 休憩） 

（午前１１時３６分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ということは、具体にどれぐらいが想定

してるのかっていうのは、それは全く想定

してないということでよろしいんでしょう

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  財政の推計の中で想定はしておりますが、

今、先ほども南次長も言いましてのとおり、

今、幾ら幾らと申し上げますと、それがま

たひとり歩きをするのかもわかりませんし、

これから基本計画、基本設計をしていくわ

けでございますので、今、軽々に言える金

額ではないというふうに思っております。 

  ただ、我々財政をあずかる立場でござい

ますので、町の将来にわたって負担となら

ないような、そういう財政計画を持ってい

ると、これだけは申しておきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  次に、実施の体制についてお伺いします。 

  今回、その応募の窓口とかは教育委員会

になってるんですけども、先ほど、技術的

なこと、専門的なこと、またその、さっき

の既存の建物まで撤去するっていうことも

想定しているという話だったんですけれど

も、そういった話、建設費、維持費とかっ

ていうのは、教育委員会だけではなかなか
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決定できへんと思うんですよね。 

  そこで、能勢町はどうしたかっていうと、

小中一貫校の準備の段階から、学校再編室

っていうのを設けて、そこでその関係する

部署の職員を横断的に兼務させた。また、

もちろんこれ、専門的な知識っていうのは、

なかなか町ではしんどい面もあるんで、大

阪府から２人の職員の派遣を受けた。さら

に、箕面市からもとどろみの森学園である

とか、彩都の小中一貫校をつくられており

ますんで、そのよく知られている方の職員

のアドバイスなんかも、直接、伺いながら、

町レベルでも何とかこれ、小中一貫校を実

現されたんですけれども、この豊能町も、

ぜひこれ、こういう体制を整えないと、こ

れ大変なことになるのかなと、私は思って

おります。昨日のお答えの中で、試みたけ

れども、その人物がなかなか見つからなか

ったみたいなお答えがあったんですけども、

これやはり、豊能町にとっても一大事業で

すわ。それは、絶対せなあきませんわ。特

に、お隣の能勢町がやってはるわけですか

ら、その辺のノウハウを聞くっていうのは、

十分、同じ郡ですからできると思いますし、

場合によっては、そこから教えてもらって

派遣してもらう、もしくはその箕面市に至

っては、消防なんかを一緒にやってるよう

な間柄でもあるんでね、箕面市は、既に小

中一貫校、２校を具体的に実現されておら

れますから、やっぱりそういったところか

ら人を持ってきて、お力をかりてやらない

と、なかなかこれ、本当に初めての事業で

すから、町でやるというのは、なかなかし

んどい面はあると思います。今まで、話聞

いてて、全く決まってないとか、撤去する

建物もどうか、事業者に、悪く言えば丸投

げしているような状況に見えてしまうんで

すよね。事業者が撤去すると言えば、やむ

なしで撤去するように、私には聞こえてし

まったんですけれども、ですから、まずは

こういう体制を整えるべきやと思います。

これは、ぜひやらなければいけないと思い

ます。近くの能勢町からも聞くこともでき

ますし、箕面市からもアドバイスを仰ぐこ

ともできると思いますけれども、その辺に

ついてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  議員おっしゃるとおり、町として一大事

業だというふうに考えております。 

  よそも、今まで小中一貫校を大分やられ

てきておりますんで、いろんな方法を、今

後、検討して、当然、技術支援とか、そう

いう内部ではできるやつについては、内部

で動いていきますし、当然、ほかからのア

ドバイス等をいただかなければならないと

いうようなところについては、また、大阪

府等とも協議して、応援を願いたいという

ふうに思っております。 

  以上です 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今の考え方では、僕、ちょっと甘いと思

いますね。やはりそれ、大阪府からやっぱ

り職員を派遣して、それはもう、ずっと常

駐でいてはったっていうように聞いてます

しね、やっぱりそういうことをしていかな

いと、初めてのことですし、本当、これか

らこの豊能町の教育の話ですから、これは

ぜひぜひお願いいたしますわ。今、言われ

ましたけども、もう一度、ちょっと再考し

ていただけませんかね。要は間柄としては、

能勢町とも間柄あるし、当然、箕面市とも

間柄もある、また大阪府とも、当然、おつ

き合いがあるので、これやっぱり積極的に
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助けを求めて、これ常駐してもらうぐらい

の勢いでやってもらわんと、これできへん

と思うんですけれど、もう一度、回答を求

めます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  今すぐ返答ということでございますけれ

ど、どこの団体も、そういう経験はあって

も、よそに出して、すぐに豊能町のために、

すぐ出すでというようなところは、なかな

か難しいというふうに思いますけれども、

今後、大阪府を通じて、努力をしていきた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今回、体制の件でも不安だったんですけ

ど、もう一つ不安なのが、物理的な敷地の

面でも、私、非常に不安に思ってます。私

も一応、一級建築士ですんで、私の目から

見て、今の敷地でこれ、物理的に全部入り

切るんかなというのが、僕、非常に疑問に

思ってます。 

  なぜかというと、小中一貫校、これ全町

の者が入るようなものを、そこの西地区の

ところにつくる。これもう、周りは住宅地

ですから、面積限られてます。そこに、さ

らに西地区の認定のこども園もつくる。ま

た、東地区から、当然、バスで通学するわ

けですから、そのバスの駐機場も要る。そ

れと、当然、運動会とかイベントのときに

は、これ当然、東地区の方なんかは車でし

か来れないんで、その駐車場も要る。能勢

なんかは、広い敷地でもありますけれども、

運動会なんかイベントのときには、その駐

車場だけでは足りないから、周りの斜面を

使ってまでやってると。広々したところで

も、なかなかできないというそんな問題が

あって、そんだけ十分なスペースっていう

のは、今のところではとても、僕は、とら

れへんと思うんですよね。 

  ほんで、すごく気になるのが、無理に詰

め込んでしまった場合に、その小学校とか

中学校が、今まで自由に使っていた、これ

までの小学校おのおので使っていたグラウ

ンドとかが、十分な広さがとれない、こん

な可能性も出てきます、プールもあるでし

ょうし。あとは、もっと気になるのが、バ

スとか車の動線が、無理することによって、

人との動線と混合してしまって、安全性と

いうことも非常にこれ、危惧されるんです

よね。また、バス通学によって子どもの自

由度を奪って、クラブ活動なんかもこれ、

支障になると思うんですよね。 

  さらに気になってますのが、東地区に学

校がなくなることによって東地区を衰退さ

せて、さらなる人口の減少によって負のス

パイラルに陥るおそれがあると思うんです

よね。本当にこの大きさでできるんかどう

か、これ、普通はやるときには、まずはざ

くっと、これぐらいの大きさでできるかど

うかっていうことの、ボリュームスタディ、

設計みたいなことをしてから発していく、

これが普通のやり方ですけれども、そうい

うことはされたのですか、お伺いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今、たくさん提案をいただきました。あ

りがとうございました。 

  そのようなことも全て考えて、これから

いきますけれども、当然、始める前には、

この敷地でいけるのかどうかっていうこと
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については考えております。 

  その中で、吉川中学校だけでは無理だと

いうことなので、その周辺を入れたわけで

ございますので、そこのところ御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それで気にしてるんですよ。その周辺を

入れて、既存の建物まで撤去していくって

いうのは、それが本当にいいんですかって

話なんですよね。住民の皆さんにも、全く

これ、理解も得られてない話ですからね。

決まったからといって、これ撤去しますわ

では済まないと思うんですよね。これ本当

に、もうやり方がずさんじゃないかなと、

私もう、言い方は悪いかもしれないですけ

ど思ってしまいます。今まで話聞いてたら、

決まってない、業者に任せてる、本当にこ

れで大丈夫なのかなというのが、もう、非

常に不安で不安で仕方がないです。 

  あとそれと、私が提案するとしたら、本

来、その東西の両地区にそれぞれ小中一貫

校をつくって、例えば西地区の認定こども

園は、わざわざここにつくらなくても、光

小学校の、今ある幼稚園を活用したら、ゆ

ったりとしたスペースで、待機児童なんか

発生させずにできるし、校庭を使えば、例

えばそのパークアンドライド、親御さんが

車でお迎えしたりとか、そっから通勤する

というふうな、すごい魅力も増すこともで

きると思います。 

  またその東地区においても、小中一貫校、

これは今、東能勢小学校・中学校、これ陸

橋でつないだら簡単にできるかと思います

し、西地区の小学校に至っても、西地区で

は、例えば今の吉中の校舎を活用して、西

地区だけの小学生であれば、ある程度収容

はできるキャパがあると思いますし、かつ

校庭については、今、隣の旧の吉川幼稚園、

今の駐車場、ああいうことを活用したら、

グラウンドなんかも活用できると思うんで

すよね。ですから、余りその無理をして、

まさに東地区の魅力まで下げて、お金を使

ってこういうことするっていうのは、ちょ

っとどうなんかなというふうに、私は思っ

ておるんですけれども、このような考え方

っていうのは、今後、考えていただける余

地はあるんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今、議員おっしゃった案の中に、東地区

にも１小１中というふうな御意見でありま

した。 

  今回、小中一貫教育をやるというのが１

つ、それから学校再配置をやるというのが

１つ、ソフト面では小中一貫教育をやって、

より一貫性、発展性、あるいは継続性とい

うものをやっていくというのがソフト面で

やりましょう。それから、４・３・２制を

導入して、小学校高学年における教科担任

制もできたらやっていこうというふうなこ

とで、ある一定のソフト面の大まかな方針

を出させていただきました。それを、最も

効果的にやるのが、一体型の小中一貫校で

あろうというふうに結論づけたわけです。 

  東地区で１小１中ということを言ってお

られますけれども、隣接型でないとなかな

かそれはできないと。そこになりますと、

今でも隣接型であります。そういう意味で

は、なかなか先生がその小学校高学年の教

科担任制を導入するというとか、さまざま

なそういう点について、なかなか限定的な

教育内容しかでき得ない部分がございます。

努力は学校も、今、していただいてますけ
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れども、より効果的なものにはなかなかな

り得ないと。 

  それから、答申で平成２８年の３月にも、

先ほどの西岡議員にも言いましたけども、

２８年の３月に答申をいただいた中にも、

やはりその効果的な小中一貫を推進するた

めに、クラスがえができる規模にというふ

うなこともございました。それを考えます

と、既にもう、学年１クラスということで、

今現在は二十数名、あるいは３０名おりま

すけども、５年後には十数名の子どもが、

学年が４学年になると。その後、５年後、

１０年後というふうな形になってくると、

どういうふうな形になるかと。現在、本当

にその辺を考えますと、その東地区の小中

一貫校いうのは、将来的に非常に小規模化

がより進むというふうなことで、今回の案

になったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  やはり、お話聞いてると、何か小中一貫

のメリットっていうのは、もうクラスがえ

ができるとしか、それしか何か聞こえてこ

ないんですけれど、そのために多くのデメ

リットいうのは、僕、発生してきてるかな

と思うんで、それについてはまた、再度い

ろいろ、ちょっと考え直してほしいなとい

うのも、私の希望としてあります。 

  次に、道の駅について質問させていただ

きます。 

  これについても、この応募の仕方、非常

にびっくりしました。敷地の設定です。こ

れが、楕円形で大まかにしか、これ示され

てないんですよね。本当、設計の最も基本

ですわ。敷地がどこでやるんかっていうの

は。これ、何でこういう示し方しかされな

かったんですか。お答えいただけますでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  基本構想の中で、予定地として旧の双葉

保育所及び中央公民館周辺ということで、

お示しはさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これが、最初の募集のときは、先ほどの

これしかなかったんです。その後に、質疑

応答が出てきて、やっと今の話が出てきた

んですよね。ですから、本当にこれ、おか

しいなと。 

  さっきの話で周辺というところで、実は、

そこのＱ＆Ａの中で出てるのが、道の駅の

基本構想の敷地、これを対象にしてるとい

うのはＱ＆Ａの書かれ方をしてて、その中

には、旧の双葉保育所や中央公民館、国保

診療所、これなどの現在使用中の既存建物

が存在し、これがその基本構想の敷地の中

に、既存の建物含まれておるんですよ。か

つ、このＱ＆Ａの中には、既存建物の棟数

とか、要は撤去するという、撤去するんで

あればということで、その棟数とか面積ま

で、こんなことまで書かれてまして、これ

について先ほど、一緒ですけども、その既

存の建物、中央公民館、国保診療所、保育

所、こういったものを撤去する方針なのか

どうかについて、お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどの学校の答弁と、よく似た答弁と
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なると思いますけども、これも道の駅の敷

地を確定したものではございません。今後、

道の駅の整備委員会等が開かれますけども、

そこの中で敷地とか建物の配置が決まって

いくということでございまして、その道の

駅の建設に支障があると、敷地が決まれば、

その既存の建物は撤去するということにな

るわけでございまして、その折には代替措

置を考えていくということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  やはりその、何を撤去するかも決まって

ないまま、これも走ってるわけなんですよ

ね。本当におかしな話やと思いますね。 

  国保診療所に至っては、先日もその議会

報告会で、東地区の方に議会報告会したと

きも、複数の方から国保診療所の、これ

月・水・金の午前中しかないから、もっと

拡大してほしいとかって、そんな話が出て

おるのに、これ撤去するみたいな話が片一

方で出てるっていうのは、もう非常に、ち

ょっとどうなのかなというふうに思います

ね。 

  それとあとは、もしこれ、既存建物を撤

去するという話になった場合には、一体、

今後どういうふうに住民の方に理解を求め

て進めていくのか、それについて具体的に

答えてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げましたけども、撤去す

る建物が決まれば、その代替措置を考えて

いくということでございます。 

  例えば国保診療所を撤去するということ

が決まりましたら、当然のことながら、東

地区の医療を守るために代替措置は考える

わけでございまして、公民館を撤去するの

であれば、公民館の代替措置を考えていく

ということでございまして、住民の皆さん

の御理解を得られるように、皆さんの利便

性を下げないということを基本に、代替措

置は考えていくというものでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今の敷地もそうですし、ほとんどこれ、

決まってないように、道の駅についても思

いました。 

  道の駅が失敗する典型的なケースってい

うのは、初期の投資が税金で賄われるんで、

その経営の責任が不明確、明確じゃないか

らこの経営の計画がずさんになって、結果

的には、事業をすればするほど損失が拡大

するようなケース、こういったことがもう、

多く見受けられるんですね。つまりその、

失敗する理由は、利益を出せない事業にな

っているからなんですよ。 

  そこで、この今回の道の駅の経営の計画

とか集客計画、運営主体についてお伺いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  道の駅の整備につきましては、今後、諮

問機関として設置します道の駅準備委員会

において、施設の種類や規模、管理運営等

について議論をしていただくことにしてお

ります。建設費や運営方針に関することに

ついても、これから検討を行うということ

でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 
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○２番（田中龍一君） 

  全くできてないですよね、今の話聞いて

ると。これは本当に、今、これから準備委

員会の中で、施設の種類とかどうするかっ

ていうのを決める段階で、基本設計と実施

設計をこれ、今回、発注してるっていうの

は、これはどう考えてもおかしいし、これ

について、なぜこのタイミングでこういう

ことをされてるのかについて、お伺いしま

す。 

  ですから、きちっと決まってから、これ

お金かかってる話ですから、設計依頼をす

べきですけれども、それについてはいかが

ですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  道の駅に関しましては、昨年度に基本構

想いうのを取りまとめさせていただきまし

て、議会のほうに報告をさせていただきま

した。その中で、ある一定の基本の構想を

出ております。それを、これは行政がつく

ったものでございますので、この道の駅の

準備検討委員会の中で、この基本構想をも

とにして議論をしていただく。それを、今

後やっていくということでございます。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  基本構想は、私も見せていただきました

けれども、敷地も確定してないですし、収

支の計画が全くと言っていいほどないんで

すよね。例えば道の駅でしたら、２４時間

オープンの駐車場であるとかトイレ、これ

が常設しなければいけない。これ、ランニ

ングコストだけでも莫大な費用がかかりま

すよ。これをやっぱり、きちっとどうやっ

て設けるんか、どうするんか、何を目玉に

するんか、これを決めてからつくらないと、

つくった後で修正なんてすると、またお金

かかる話なんでね、なぜこういう進め方を

されてるのかっていうのは、本当に何か理

解できないなというふうに思います。私、

先ほども言いましたように、過去に事業コ

ンペなんかも３回ほど経験させていただい

てるんで、その目から見ても、進め方って

いうのは、僕は、おかしいとしか映ってこ

ないですね。 

  道の駅が、これ潰れるケースかってある

んですよ。例えば兵庫県の道の駅の山崎で

あるとか、京都府道の駅の茶処和束とか、

こんなところも近隣でも潰れておるんです

よね。これ、やっぱりきちっとしていかな

いと、これ負の遺産になってしまうおそれ

があるんで、本当にこの辺は考えてもらわ

んといかんと思いますんで、ぜひとも本当、

考え直してほしいなというのが思いですね。 

  次に、１番、２番の先ほどの共通の質問

をさせていただきます。 

  ５月２０日の議会報告会でも、議会のほ

うから財政と人口の変遷についていうこと

で、住民の皆さんに、平成７年から人口が

減少して、人口減少とともに自主財源、つ

まり税収も減少して財政状況は非常に厳し

いと。今後、さらに人口減少も進むと、そ

ういった説明、豊能町厳しいですよって話

はしていったところですけれども、こんな

非常に財政状況が厳しい中にあって、現在

使用中の既存の建物まで、わざわざ解体し

て、そこに新たに小中一貫校や道の駅をつ

くって、またその後に潰した建物の代替の

建物を建てるって、こんな財政的な余裕が、

豊能町にはあるんですか。お答えください。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  財政の余裕があるのかというような御質

問については、それは財政の余裕があるわ

けではございません。ただ、我々考えてお

りますのは、将来の負担がないようにとい

う、こういうことを考えております。 

  例えばその複合施設をつくるのにいたし

ましたら、複合施設をつくるほうが、将来

のランニングコストは安くなるとかそうい

うようなことも考えますし、単年度の支出、

これも大きくならないようにということも

考えて、補助金の獲得もやりますし、また

できる限り交付税措置のある起債を求めて

いくというようなことでございまして、い

ずれにしましても、その建設する年度に町

単費が大きくならないこと、それから将来

の負担が大きくならないこと、これをまず

基本に財政計画を立てて、既存の施設の代

替措置も含めて考えていくということでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、将来の負担も考えてっていうふうに

話あったんですけれども、確かに最初のイ

ニシャルは補助金持ってこれるかもしれな

い、そういったこともあるかもしれない。

それとまた、わざわざ今ある建物を潰して、

例えば吉川中学に至っては、平成２２年に

耐震補強で３億2,０００万かけてやってお

るわけですよね。吉川支所、これも２７年

に周辺と合わせて１億2,０００万ほどお金

をかけて、既に最近やっておるわけなんで

すよ。そんなことも解体の対象に入れてま

で、これやるべきことなんですかね。 

  それともう一つは、非常に気になってま

すのが道の駅、これやっぱり潰れてるとこ

ろがさっきあるって言いましたように、要

はずっと維持費かかってくるんですよ。ト

イレにしても駐車場にしても水光熱費にし

ても、関連する人件費にしても、これで道

の駅潰れておるんですよ。これは、つくる

ことによって負の財産になるおそれは、も

う本当に、今の話聞いてて、何も考えてな

いのわかったんで、もう本当に恐ろしいな

って思いますね。 

（発言する者あり） 

  かつ、通学バスに至っても、これ毎年、

かなりの費用がかかりますわ。ですから、

これずっと後年かかっていくわけなんです

よ。バスもかかるし、こういう光熱費もか

かる。ですから、これつくることによって、

プラスになればいいですよ。今の話聞いて

たら、ほとんど無計画で進んでるわけです

から、マイナスになってしまうというふう

に思えてしまうんですけどね。この辺、本

当にランニングコスト、通学バスなんかの

費用も含め、またその道の駅なんかの、こ

れ毎年出さなければけない費用も含めて、

本当にこの辺は検討されているのかどうか、

再度、お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私の立場上、コスト度外視でやるなんて、

こんなことは思ってもおりませんし、言え

ません。 

  ただ、学校のことについては子ども第一、

こども園もそうですが、それをまず第一に

考えて、考えていくと。ですけども、財政

の立場から言うと、その単年度の持ち出し

も、将来の負担も、これが少なくなるよう

に財政計画をもって財源を措置していくと、

こういうことでございます。 

  道の駅につきまして、これについてはや
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はり東地区の起爆剤となるようにな、こう

いうものにしたいという思いを持っており

ますが、私も、それは田中議員と同じよう

に将来の負の遺産にならんように、これは

必ず今のうちに、事業計画をしっかり立て

て経営計画も立てて、将来の負担とならな

いように、それは十分に考えた上で、オー

プンするべきであろうというふうな、それ

はもう、田中議員と同じ思いを持っており

まして、それをもって財政の私の立場とし

ましても、ゴーサインを出したいと、こう

思っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、部長おっしゃったように、そうあっ

てほしい、私もそう思います。でも、今、

何にも決まってない中で話聞いてたら、基

本計画、基本設計、基本設計、実施設計っ

て、それぞれやってるわけなんですよ。こ

れ、何も決まってないまま、事業者はやっ

ていくわけなんですよね。このまま、その

固まらへんままにやってしまったら、本当

にこれもう、どうしようもない。一旦とめ

て、やっぱりきちっと事業計画なりしてか

らじゃないと、これ本当に危ない、豊能町

の負の遺産になると思います。もう下手す

るとこれ年間で、僕、いろいろ試算しまし

たけども、バスの費用とか、またその道の

駅の費用とか、これ場合によったら１億前

後のランニング費用が、毎年出ていく可能

性だってあるんですよね。これ本当、豊能

町の存続に係る話になってしまうと、僕は

思います。 

  例えば夕張市なんか破綻した理由は、要

は無計画に観光施設をつくって、その箱物

の維持費が払えなくなった、何かそれとち

ょっと話は似ておるんですよね。ですから、

当然、維持費、これをやっぱりきちっと考

えてもらわなあかんなと思います。 

  それと、小中一貫校にしても、その確か

にやられることは理解できます。でもこれ、

縮小の考え方なんですよね。結局、生徒の

キャパも、人が減ってくるから学校を減ら

すという考え方もありますけども、ただ、

片や見てみますと、きょうも新聞見てみま

すと、箕面市内の２新駅、駅名決まるいう

ことで、きょうも新聞出てました。要は周

辺の事情考えたら、北大阪急行の延伸、こ

れ平成３２年度春ですね、新名神インター

チェンジもできてます。箕面森町の第３区

域での企業用地とか履正社は、もう既にや

ってます。 

  こうやって、周りはこの拡大志向の中で、

豊能町がなぜ、こう縮小志向に走ってしま

うんかっていうのは、非常にあれですよね。

豊能町、じゃ、魅力がないんかどうかって

話ですけども、これもまさに、きょうの新

聞に出てたんですよ。これ、新快速など有

料座席、ＪＲですわ。なぜかっていうたら、

これ座って通えるニーズっていうのは非常

に高いから、お金出してでもやろうという

のが、今のＪＲなり私鉄の動きです。豊能

町考えていただいたら、今回、要は能勢電

も座って行ける。またその、今の千里中央

の方面についても、要は箕面萱野まで延伸

されるわけですから、より座って行ける条

件というのは整えていくわけなんです、整

っていくわけなんです。ですから、周辺は、

いろんな方向でいい方向に行ってるのに、

豊能町はその、東地区から小中学校をなく

したりとかしていって、本当にもったいな

いなというのが私の考えで、豊能町自身も

そのお金を使って、わざわざ縮小縮小の方

向、また道の駅に至っては、お金を使って、

下手したら負の遺産をつくろうと、このま

まの計画やったらしようとしてるんですよ

ね。やっぱりこれを、やっぱりぜひ考えて
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ほしい。 

  ですから、先ほどの小中一貫するに至っ

ても、ちゃんと人員体制、それも整えて、

きちっとやってほしい。これしないと、せ

っかくつくったけれども、本当に小学生が

満足に校庭で遊べない、中学生がクラブ活

動できない。クラスがえができても、普通

の生活、普通のこれまでやっていたことが

できないようなことになる可能性だって、

今のお話聞いてたらあり得るんですよね。

ですから、その辺はやっぱりきちっと考え

ていただいて、ちょっと今後、進めていた

だきたいと思います。 

  ただ、もうびっくりしたのは、今回、ほ

とんど何も決まってないっていうのが、道

の駅と小中一貫校については、僕はそうい

うふうに受けとめました。敷地についても、

どの建物を、その周辺建物を撤去する可能

性はあると。でも、それはどうするかにつ

いても、まだ決まってないというふうに、

私は、今、確認させていただいたと思って

おります。 

  次に、土砂災害の警戒区域及び土砂災害

区域についてお伺いします。 

  昨日の御答弁の中で、土砂災害特別警戒

区域に入っているか、この確認の方法を広

く広報することということで、今後、対応

されていくと。 

  私は、これまで申してましたように、土

砂災害の豊能町っていうのは注意を要する

地域であり、過去にも災害があり、これか

ら梅雨、雨が多くなって、梅雨シーズンも

入ってくるでしょう、非常に危険なことに

なってくるんですけれども、このときに、

それぞれ各戸に、土砂災害特別警戒区域に

お宅が入っているので、戸別受信機が無料

貸与できますよ、そういったことを、直接、

やるべきだと思います。 

  前回の質問では、これは区域が大阪府で

ないと確定できないというお答えでしたけ

ども、これは明らかにおかしいと思います

ね。だってその、豊能町がこの区域に限っ

て戸別受信機を貸与しますよって言ってる

わけですから、もしはっきりしてないんや

ったら、豊能町と大阪府が明確にお話をさ

れて、きちっとエリアを決めてそれぞれに

やらないと、これ住民の皆さんが、一々自

分で調べてやるっていうのは時間も大変で

すし、豊能町にとってもすごく、また一々

聞かれるわけですから手間ですよね。それ

よりは、豊能町がきちっと確定をしてそれ

ぞれの家に、こういう無料の貸与のことが

あり得ますよっていうことを、僕は絶対す

べきやと思いますし、この豊能町は本当に

土砂災害に至っては、過去に大きな災害も

あったところですから、これについてはも

うぜひ、考えていただきたい。これもう、

ずっと言ってますけれども、これについて、

再度、御答弁お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  きのうも御答弁申し上げたとおり、今後

また、毎年度のことと思いますけども、再

度、期間を設けまして、貸与の申請の期間

を設ける予定でございます。 

  その際には、改めての広報をするという

ようなことでございますが、これまでの答

弁と同じになるわけでございますけども、

実質、昨年度については３件だけの申請で

あったというようなことでございますので、

これが皆さんの反応がたくさんあっていう

ようなことになれば、田中議員のおっしゃ

るとおり個別の通知も必要かなと思います

けど、今のところまだ、住民の皆さんの意

識はそんなにないのかなというふうに思い

ますので、まずはその防災マップ等も配っ
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ておりますから、土砂災害特別警戒区域と

土砂災害警戒区域、これについて確認をし

てくださいというような広報は、繰り返し

していきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これ、住民の意識を上げるっていう種の

事業では、僕はないと思います。これは、

やっぱりあくまでも、こういうところがこ

ういう地域に入ってるということを、やっ

ぱりきちっと自分で調べるよりは、まずは

やっぱり町が把握して、これきちっと伝え

るべきやと思います。これまでその、そう

いう事業がなかったんであれば別ですけれ

ども、今回は新たに戸別受信機、これを町

が配付しますと言うてるわけですし、また、

移転補助助成制度、こういったこともやら

れるということですんで、ぜひ、これはや

ってもらいたい。 

  これ本当に、人の命にかかわる話ですの

で、これ何度もちょっと、ずっと言うてま

すけれども、僕、大事な話やと思ってるん

で、ずっと言ってるわけであって、これだ

けは住民さんの人の命にかかわる話ですか

ら、必ずやその各戸にポストインしていた

だくということを強く、本当に強く望みま

す。本当に何か大きな事が起こらないこと

を、本当にもう、心から祈るばかりで、そ

の起こる前に大阪府の、まずはそれ、逃げ

るということが大事やっていうことで方針

掲げて、だから周知しましょうよというこ

とでやってるわけですから、これについて

は、本当に再度、強くお願いいたしまして、

私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、田中龍一議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時といたします。 

（午後 ０時１１分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、長澤正秀議員を指名いたします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  １番、長澤正秀です。議長の許可をいた

だき、一般質問をさせていただきます。 

  皆様には、わかりやすい回答のほう、よ

ろしくお願いいたします。 

  もう先ほど、梅雨に入ったみたいなんで

すけども、また、台風とかそういう季節に

なってきたんで、注意していきたいと思い

ます。 

  また、観光の事にちょっとなりますが、

お話を聞いていただきたいと思います。 

  伊能忠敬いう方は、皆さん御存じでしょ

うか。伊能忠敬といえば、２００年以上前

に、日本地図の先駆けとなった大日本沿海

輿地全図を完成させている偉人です。記述

によると、豊能町の牧と木代に測量に入っ

ています。 

  ことしは、伊能忠敬没後２００年に当た

り、豊能町はゆかりのある地であります。

そして伊能忠敬の日記によると、文化１１

年２月１４日、京都府桑田郡西別院牧に本

陣を置いて、周蔵、又蔵、又衛門、熊右衛

門方に宿泊していました。そして、木代村

には文化１１年２月１５日に本陣を置き、

供御調進役猪の子株十三家の中の一家であ

る門太夫年寄喜一方に宿泊し、昼休みは地

黄でとりました。このとき、忠敬は御年７

０歳ということでした。牧地区で天測は梅

相院から北極星を観測したと推察されます。

また、木代村へは、現在の府道１１０号線

ではなく福田の木代道、木代街道を測量し

つつ旧頂応寺、石風呂ですね、のところへ
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測量していったと推測されます。牧・木代

ルートには、大きな狂いはないと思われま

す。本町において、このような伊能忠敬の

歴史があることを認識しているか、お聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今、長澤議員が日本で初めて実測による

極めて精巧な日本全図を完成させた伊能忠

敬について、本町にも測量に訪れたと言わ

れておりますのは、多分、その御説明どお

りではないかと理解をしております。 

  実は、私も中学校の教員をしておりまし

たころ、たまたま川西の市史編纂室がまと

められた川西史話という本と、たまたまめ

ぐり会いまして、そこに伊能忠敬が文化年

間に測量のため、亀岡市から本町の牧、野

間口を通って妙見山、あるいは木代から茨

木市へ踏破したという記述を見つけました。

ちょうど、中学校の社会を教えておりまし

たので、江戸時代の学問という項目の中に、

伊能忠敬が本町に調査隊を送り、多分、本

人も本町を踏み入れたんではないかという、

その本を紹介した記憶がございます。 

  そういうことで、中央の歴史を学ぶとき

にも、地方のそれぞれの関連する歴史を生

徒たちに教えるということは、非常に子ど

もたちも興味、関心を覚えるんではないか

なと、そのときそういうふうに思いました。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  また、学問ということもありますし、測

量いうこともあります。こういう偉業をな

し遂げた偉人をしのび、広く住民さんや子

どもたちにアピールして、学習のきっかけ

にするよい年と思います。住民の方で、子

どもさんも知ってる方は余り多くないと思

います。この次期教育大綱の中にあるとよ

の学、これに伊能忠敬を取り入れていくい

う考えはあるかどうか、お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  小学校６年生で歴史を学ぶ分野がござい

ます。また、中学校でも、先ほど申しまし

た歴史学習も、当然、ございます。それと

の関連をさせながら、どのような形で入れ

ていくかについては、これから十分検討し

ていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  取り入れていただくいうことで、その伊

能忠敬いう方は、地球に大きなロマンを抱

いて５５歳という年から、全国津々浦々を

歩いて測量して、北極星を観測して、自分

の位置を常にはかり、割り出して、そうい

うことで測量をしてきました。測量方法の

１つとして一歩７０センチ、これを歩数を

数えていく歩測ということを積み重ね、ま

たほかには、一間１８２センチですね、ご

とに印をつけた縄、間縄いうものを使い、

それを繰り返しはかる地道な作業を行い、

広大な日本地図を１７年かけて完成させま

した。これはもう地球一周分、４万キロに

なります。 

  私が思うのは、小さなことをこつこつ積

み上げていく、そうすれば大きなこともな

し遂げれるということを、教育に生かして

いってほしいと思います。 
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  例えば学校の授業、豊能学の授業でも結

構です、その授業の中で取り入れてみてお

もしろいなと思うのは、実測を実際やって

みる。歩数をはかって数えてみる。尺や間

など昔の単位ですね、こういうのも勉強に、

歴史の勉強になるいうことで、やってみる

のはいいんではないかと思います。単純な

作業というのは、簡単なものほど難しく、

続けるいうことがなかなか大変だと思いま

す。そういうことも取り入れて、頑張って

いっていただきたいと思います。 

  ここで１つ、歴史に残る偉人が足跡を観

光につなげればどうかということも考えま

す。１つのスポットになるのではないでし

ょうか。一度、伊能忠敬の足跡は全国あち

らこちらにあるようです。これも、本町で

は仮に梅相院の境内、許可を得られれば、

そこに伊能忠敬、天測をしたいうことを示

す看板を設置して、また、木代旧街道です

ね、これは大体、木代の自治会館あたり、

ここら辺に看板を立てて案内を出す。こう

いうふうな形の考えはないか、お聞かせく

ださい。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えします。 

  地図作成の際に、本町の牧地内及び木代

地内に測量に訪れたと言われていることは、

認識をしております。 

  しかしながら、本町としては、今現在、

高山右近を中心とした観光戦略を展開して

おります。まだまだ、これから整備、整理

しなければならないことも山積みの状況で

あります。したがいまして、今後、ハイキ

ング道の整備とかにあわせて、観光協会と

も相談してみたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今の御答弁ですけども、観光の１つとし

て考えはあるかどうかいうのを、もう一回、

お聞かせ願えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えします。 

  新しい観光の１つになり得るというふう

には思っています。これは今後、高山右近

の整備とあわせて、どういった形で、その

新しい観光を入れられるかというのは、今

後、よく検討して進めていきたいというふ

うに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  一応、検討していただけるいうことです

けども、看板つくったりとか許可を得たり

とかいうのは、そないに費用が高額でない

と思うんで、なるべく早目に実現できれば

いいかなと思います。ことしが。没後２０

０年の記念いうことはないですけど、そう

いう節目の年に当たってますんで、そうい

うふうな形で、どんどん検討を、それでま

た進めていただきたいと思います。 

  これも、牧地区から木代までのルート、

これを、今のハイキングコースの見直しい

う形で考えていただけるんであれば、伊能

忠敬コースというような名前のものをつく

って、それも加えるいうことは、考えはな

いでしょうか。お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 
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  お答えさせていただきます。 

  新しいハイキングコースにもなり得ると

は思います。それについても、観光協会と

かボランティアガイドの皆さんと、相談し

ながら進めていきたいとは思います。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  検討いただけるいうことですけども、な

るべく早く、同時にできるようであればし

ていただきたいと思います。 

  次の質問に変わります。 

  戸知山のことなんですけども、この前、

６月の６日ですか、戸知山の視察に初めて

中に入りました。傾斜があるものの、中は

広く、いろんな活用方法があるのではない

かと思いました。また、このまま何もしな

いのは、もったいない感じがとてもしまし

た。 

  現在まで、戸知山の利用案や計画、意向

調査の実施など、いろいろなことを行った

ようですが、いまだ進展は感じられません。

その後、何か計画はありましたか、お聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  昨日も、お答えをさせていただいたわけ

でございますけども、戸知山につきまして

は、さまざまな法の規制があるということ

でございまして、施設の整備、これが難し

いということで、活用の具体的な案をお示

しできていないというのが現状でございま

す。 

  ここ数年につきましては、民間企業から

依頼があって、職員が現地を御案内すると

いうようなことも、何回かあるわけでござ

いますけども、それも実現には至らず、現

在に至っているというような状況でござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  先ほどちょっと、６月６日に視察行った

っておっしゃってましたけども、正しくは

４月６日ですので、議事録の訂正お願いし

ます。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そのまま、何も計画は余り進んでないよ

うですけれども、私が思うには、このまま

放棄地にしていてはもったいない、いけな

いと思います。 

  ここで１つ、案としてちょっとお話しさ

せてください。 

  利用するに当たり、いろんな網かけ、規

制がある中で、計画がいろいろ進んでない

と思います。職員の方々によって管理され

ているようですが、ただ、管理するんであ

れば、植樹をしたらどうでしょうか。植樹

の費用は寄附で募り、植樹する際に、寄附

された方の一人一人の願い事やメッセージ

を、植樹の日付、名前、メッセージを書い

たプレートをつくって、苗木１本に１つず

つプレートを立てていく、つけていくいう

形で、木の成長も見守ってもらう、そうい

うふうなことはできないでしょうか、お聞

かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  寄附によって、記念の植樹をするという

ことで活用するということは、自然をその

まま生かした活用というようなことで、非

常に有効な戸知山の活用方法であろうとい

うふうには思うわけでございます。 
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  ただ、これもきのうお答えさせていただ

きましたが、一般に開放するということに

なりますと、４月に議員にも見ていただき

ましたとおり、中は非常に荒れております

ので、あの荒れておる道路とか側溝とか、

それから倒木、これらをまず、整理をしな

ければならないということで、莫大な費用

がかかるだろうというふうには想定するわ

けでございます。 

  それから、町といたしましても、職員が

ボランティアで出まして、桜とかもみじを

植えたことがございますけども、その植え

ましたものが、鹿の食害でたくさんやられ

まして、防護柵を張ったわけでございます

けども、枝とか葉っぱを食べられたり、木

の皮をはがされたりというようなことで、

ちゃんと育たなかったというようなことも

ございまして、もしもそういう一般の方々

を対象に植樹をするならば、その鹿の害の

対策を先にする必要もあるだろうというこ

とで、それについても大きな費用負担があ

るというふうには考えるところでございま

して、それら、中の整備とか鹿の害の対策、

これを町単独で行うということは非常に難

しいので、もしやるのであれば、苗は寄附

で頂戴できるにしても、そういう整備費に

ついては民間の力を活用してやったほうが

よいと、そうでないとできないというふう

に考えておるわけでございまして、何とか

民間のそういう活力を導入できるような方

策を、今後とも探ってまいりたいと思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  なかなか、自然の中ですから、鹿という

問題は厳しいかとは思います。 

  中でも、ボランティアの方、いろんな方

を募って、掃除、整備いうもんをされてい

くいう方法も、してみてはどうかと思いま

す。 

  中も、僕の感覚では、道もそないに傷ん

でるような雰囲気はなかったんですけど、

一般の方はどうなんでしょう、難しいんで

しょうかね。中に、期間を設けて、それこ

そ前の、きのうのほかの議員もちょっとは

提案されたかと思いますけども、期間を決

めて、それこそ季節によってバーベキュー

するとかそういうなんで、土、日だけ開放

するとかそういうふうな形で、ちょっとで

も人に寄ってもらうと、また、来てる人に、

バーベキューをするときに周りの木を、ち

ょっと枝とかを払ってくださいとかそうい

うふうな形で、中へ入ってもらったらいい

ですよ、それでそのときに、帰るときには

片づけて、ごみは持って帰るんは当たり前

にしてもらって、そのかわりどっか枝をは

つってもらうとか、ちょっと整備のお手伝

いをして使っていただくいう、そういうふ

うなことも考えていったらどうかなとは思

います。 

  それともう一つ、前回、一般質問で森林

環境税のことを、ちょっとお話しさせてい

ただきました。そのときに、戸知山の伐採、

戸知山の木の伐採ですね、伐採と桜の山に

したらどうかという質問しました。そのと

きの御回答ですけども、「伐採はかなうか

もしれませんけども、また、違う樹種を植

えるとなると、山をつくるという観点から

申し上げればよいのかも」という御回答を

いただきました。 

  これでいけば、戸知山の中の荒れた木で

すね、そういうなんの伐採なり、そういう

費用にちょっと充てることができるんでは

ないかというふうに考えます。そういうふ

うな考えで、またその戸知山いう森みたい

な山ですね、これを教育の場いう感覚も持

ち合わせて、すり合わせていけば、森林環
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境税の活用はできないか、それにお答え願

えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  森林環境贈与税の使い道ということにな

ると思います。 

  これについては、現段階では、国のほう

から実施に当たっての詳細なガイドライン

が示されていないというふうな状況もあり

ますけども、例えばこの植えかえをすると

いう場合については、大阪府に問い合わせ

をしてみました。そうすると、やっぱり植

えかえをする、例えば計画をきちっと策定

すれば、今の現段階であれば可能ではない

かというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  森林環境贈与税の使い道は、本町では今

のところ何か決まっていますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、現段階では、その贈与税の使い道は、

まだ検討してないというのが現状でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  先ほどもお話しさせていただいたように、

その使い道としたら、そういう戸知山の木

を伐採して、そういうふうに使って、植え

る分に桜、もみじとかそういう季節のもの

ですね、そういうのを植えるに当たっては、

寄附でいただいてしていくっていうやり方

を、不可能ではないいう形ですね。それに

ついて、お答えください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  戸知山の森林整備については、その贈与

税を使って、これは整備は可能かとは思い

ます。それに基づいて、寄附をいただいた

中で、桜の木とかクリを植えるとかいうの

は、可能ではないかというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ありがとうございます。 

  可能であれば、そういうこともひとつ、

考えていただくことはできないでしょうか。

また、町の財政とかそういう面で、安全面

とかいうと、すごい難しい問題があるかと

思います。でも、今あるものを使わんとほ

っとくのも、もったいないかと思います。

皆さんの、町の皆さんがバーベキューをす

るとか遊びにいくいうことができるような

場所であればいいかとは思います。 

  今も、これからシーズンなりますから、

この本庁来るまでに、箕面のところですか、

川沿いのとこでバーベキュー、土曜、日曜

なったら楽しそうにしてます。豊能町の人

間も、多分、利用していると思います。で

も、本町にこういう場所があるんであれば、

使えるんであれば、来る方もあって、人が

出入りすることによって、やっぱり山も整

備していっても、していくかいがあれば、

そういうふうな形で利用が、今後、利用が
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できるような形を、ちょっともう少し、一

歩前へ進めるような形の考えを持っていた

だきたいと思います。何か答弁願えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  積極的に活用したいという気持ちはやま

やま持っておりますが、先ほども申し上げ

たとおり非常に荒れておりますので、その

整備がまず必要であろうというふうに思い

ますし、一般の方々が入っていただくため

には、トイレの整備とか水道の引き込み、

下水の処理などなど、いろんなインフラの

整備からもしなければならないというよう

なこともあって、それは町が投資するんで

はなくて、民間の方々のお力をかりたいと

いうふうに思っておりますので、民間の

方々のお力をかりることができるのであれ

ば、議員の御提案のようなことも実現する

というふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ありがとうございます。 

  町の負担がなるべく少ないようにいうこ

とで理解したらよろしいですか。 

  あとはボランティアで、簡易トイレ持っ

ていくから、自分でトイレ持っていくから

使わせてくれ言うたら、そんなんはいけま

すか、極端な話ですけども。そういうふう

な形になってしまうんで、もうこれ以上は、

もうちょっと控えさせてもらいます。 

  次の質問、させてもらいます。 

  先月、防災無線のテスト放送ありました。

屋内では防災放送が聞こえなかったり、気

づかなかった方も多く、聞こえた方の中で

も、内容まではわからないという声が多か

ったようです。また、スピーカー近くの方

は、大きな音で驚いたということでした。 

  屋外ではよく聞こえたという方や、聞こ

えてるけども、何を言ってるかわからない、

反響して聞き取りづらいって言う方もおら

れました。 

  このような防災放送のテスト後、アンケ

ートとか聞き取り調査は行いましたか、お

聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  試験放送の折には、職員を各所に配置を

しておりましたので、住民の方々からのア

ンケートとか聞き取りは行っておりません

が、皆様からの声は届いてきております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そしたら、職員さんで集計いうか、そう

いうアンケート的なものは、どう聞こえた

聞こえないいうのはとれたいうことで、認

識してよろしいですね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、聞こ

えなかったという声と、それから聞こえた

けども、何を言ってるのかわからないとい

うような声を頂戴しておりますし、おっし

ゃったとおり、よく聞こえたというような

声も届いております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  この、きのうもほかの議員さんから質問

があって、聞こえなかったりするところが

あるので、対応策として音圧を上げるいう
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ことで対応したということで、また今回も、

音圧を上げて放送をしたけども、また聞こ

えないとこ、そういうのがいろいろあった

というふうに聞きました。 

  その、今後、調整しながらもう一度放送

は、テスト放送はしていきたいというふう

に御答弁されたと思いますが、これはもう、

根本的なことを変えなくても、今の調整だ

けでよくなっていくもんなんでしょうか、

お答えください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  きのうもお答えいたしましたけども、３

月のときは、聞こえる範囲の最大限で流し

たというふうに業者は言っておりましたが、

音圧を上げると、まだ違ってくるんではな

いかということで、５月のＪアラートの放

送のときは、音圧を上げてみたと。 

  おっしゃるとおり、それでも聞こえなか

ったとか、聞き取りづらかったという声が

あるので、次、７月の緊急地震速報の試験

のときには、さらに音圧を上げてみるとい

うようなことでございます。 

  このＪアラートの試験は年３回ございま

して、緊急地震速報の試験は年２回あると

いうふうに聞いておりまして、これ、いず

れも国とか気象庁の主催でございますけど

も、その折にいろいろと工夫をしてやって

いきたいというふうに思っておりまして、

今ある機械をまたいじくってというような

ことは考えておりませんでして、そういう

今ある装置を使っての上で、より聞き取り

やすい方法ということを考えていきたいと

思っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  皆さんによくわかる、よく伝わるような

形になるように、また調整とかそういうの

を実施していただきたいと思います。 

  それと、防災ラジオでいう戸別受信機で

すね、これを新たに貸与する場所、範囲と

して、ちょっと提案なんですけども、病院、

診療所いうとこの受け付けに置いてもらう

いうことはできないでしょうかね。それは、

健康を害している方や高齢者の方、すぐに

動けない方が先に耳にできる可能性がある

んではないかということです。 

  また別、ほかのとこでは、コープとかカ

ナートとかオアシスですね、こういうとこ

は人がたくさんいてて、店の中いうのは音

楽かかってます。そうすると、外の音が全

く聞こえない状態で、ほとんどの人が気が

つかなかったと思います。 

  台風とか豪雨のときに病院行ったりとか、

買い物行く人はいないと思いますけども、

Ｊアラートとか地震の速報いうのは、台風

とかそんなん関係なく起こり得ることなん

で、そういうふうな方が気がつく、一人で

も多くの方が気がつくような形をとってみ

てはどうかと思います。その辺、お答え願

えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町のその戸別受信機の設置の要項は、

要支援者の方々と土砂災害特別警戒区域の

方々というふうになっております。 

  本町は、まだまだ高齢化が進むというふ

うに考えておりまして、今後もその避難行

動の要支援者は、ますますふえていくんで

はないかというふうに思っておりますし、

また、土砂災害特別警戒区域の世帯への配

付でございますけども、まだ３件しか設置

ができていないということで、いずれも今
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年度に、もう一度貸与の申請の期間を設け

て広報をし、また、ダイレクトメールを出

せる要支援者の方には出していきたいとい

うふうに思っておりまして、これからも、

その希望世帯はふえていくんではないかと

いうふうに見込んでおりますので、まずは、

現在の設置要綱の範囲でやっていきたいと

いうふうに思います。 

  あと、今、おっしゃったとおり、その診

療所とかスーパーマーケットは、大雨とか

台風のときに行っておられる方はおられな

いので、役立つとしたらＪアラートとか緊

急地震速報であろうというふうに思うわけ

でございまして、これらの設置効果につい

ても考えながら、検討していくべきであろ

うというふうには思うわけでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  検討の範囲に十分入れていただきたいと

思います。 

  防災ラジオいうんですか、この戸別受信

機。戸別受信機って、皆さん言葉では聞く

けども、実物、見たことないいう方も、多

分、多いと思います。先ほどお話しさせて

もうた中にも１つとして、診療所とか買い

物する場所、そういうとこに置いておけば

目につくんで、何か町が言うてたけども、

何やわからんもんやけど、これやったんか

と認識してもらって、そのときにそういう、

どういうふうなときに鳴りますよいうて書

いたものも一緒に展示みたいな形で、展示

兼、実際、置いてもらういう形にすれば、

また多くの人も目につくし、そういう貸与

いただける範囲の方も、ああ、これなんか

いうのんで認識して、申し込みもされるん

ではないかと思います。そやから、現在、

残ってるもんをそのまま、そうですね、町

の倉庫に置いてても、肝心なときに鳴らな

かったりしますんで、そういう面にも関し

てそういうとこに置いて、人の目について、

役に立つもんだよというのを見てもらうん

もいいかと思います。 

  こういうことも、今の梅雨の時期、ほん

でまた、土砂災害というのはこれから起こ

り得ることが多い季節になってきてます。

だから、そういうのに関しては、本人、申

請してください、申請してください言われ

ても、申請するの邪魔くさいな、どないし

たらええんやろないうことがあったりとか、

なかなかされない場合もありますんで、一

度、目にするいうのも１つの方法やと思い

ます。 

  今後の課題としては、もうそれこそ一番

危険なとこの数を町のほうで調べて、数を

用意されたということなんですけども、今

の時点では、実際、残っています。この前

の質問でもあったように、今の時点で余り

のほうが多いようであれば、ちょっと危険

な範囲を緩めてみるというのも１つの手や

とは思いますけども、それに関してお答え

願えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げましたけども、今、在

庫ありますのは３００台なんです。去年つ

けましたのが１００台ちょうどで、３００

台が余っているというようなところでござ

いますけども、まずは、今ある要項で優先

的につけるというふうにしております避難

行動の要支援者、これらの方は、まだまだ

ふえていくというふうに予想しております

し、土砂災害特別警戒区域も、今まだ３件

しか設置していないというような中で、こ

れから、それらの方々の御希望がふえるで

あろうというふうに思っておりまして、今
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は３００台在庫ございますけども、この３

００台については、まずは優先的に、今、

申し上げた方々に配付をしていきたい、設

置をしていきたいというふうに思っており

まして、それでもまだ余るというようなこ

とになれば、議員の御提案のようなことも

検討する価値はあるかもしれないなという

ふうな思いを持っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  一番使っていただきたい方に貸与できる

のが、一番いいと思います。そういうふう

な形で、また、進めていっていただいたら

結構かと思います。全般的には、皆さんが

安全・安心っていうことを一番に思うよう

な形で、どんどん進めていっていただきた

いと思います。 

  これで、私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、長澤正秀議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。議会放映の関

係でちょっと作業ありますので、しばしお

待ちください。 

（午後 １時３４分 休憩） 

（午後 １時３５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  高尾靖子でございます。皆さん、こんに

ちは。 

  きょう、一般質問の最後の質問者になり

ますけれども、どうか皆さん、疲れず最後

まで質問を聞いていただき、簡潔な答弁で

よろしくお願いいたします。 

  まず最初に、保幼小中一貫教育・再配置

問題について質問いたします。 

  ５月１６日から実施されている保幼小中

一貫校再配置の保護者説明会は、６月３０

日まで、９施設を各２回の日程で進められ

ようとしております。 

  実際、今、進められているわけですけれ

ども、ホームページにも公開されていると

いうことで、現在、どのような質疑や課題

等が出ているのか。先般、いろいろ皆さん

からの質疑や意見が出ていることは目にし

ておりますけれども、再度、御答弁をお願

いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今現在、保護者説明会を各学校園所で行

っております。その中で、どのような質問

内容っていいますか、出てるかというふう

なことでございますけれども、まず出てお

りますこと、全部いうと非常に多くなりま

すので、代表的なものを、幾つか述べたい

と思いますけれども、例えば学校が、今ま

では小学校６年制、中学校３年制の６・３

制という教育内容をしておりましたけれど

も、それを４・３・２制、小学校４年生ま

でと小学校５年・６年・１年生を中期、中

学校の２・３年生を後期というような、

４・３・２制にしていくというようなこと

をしておりますので、それらについて、子

どもたちに動揺がないかとか、それの教育

効果はどのようなものかというようなもの、

それから、今回この一貫教育を行うに当た

って、どのようなことが期待されるのかと

いうような御質問がありましたりとか、そ

れから、学校が吉川中学校のところになり

ますけれども、学校自体は新設するのか、
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今の校舎を使うのかというようなところが

出ております。 

  それ以外のとこにつきましては、ホーム

ページにその都度掲載をしておりますので、

御確認いただけたらと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  一部、御説明いただきましたけれども、

私も見せていただきまして、それぞれまだ

十分な答弁、回答ができてない部分があっ

たと思います。この点の不安の、皆さんが

不安に思われてることに関して、やはり、

しっかりとこれにかかわっていっていただ

かないといけないと思うんですけれども、

４月１３日金曜日に、豊能町保幼小中一貫

教育施設基本計画策定・基本設計業務プロ

ポーザル参加事業者の募集について、提案

実施（公募）、町ホームページで募集され

ました。業務概要、委託期間、業務の規模

等、重大な政策課題を保幼小中の保護者・

地域住民に、まだ周知されぬまま、先行し

て業務委託することは、学校統廃合であり

きということで私は見ておりますが、子ど

もたちの地域の営みを通じた学びを阻害す

るものになるのではないかと思っておりま

すが、その点については、教育委員会とし

てはいかがお考えなのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  豊能町保幼小中一貫教育施設の基本計画

の策定、基本設計の業務につきましては、

本年２月に改定されました教育大綱に示さ

れた保幼小中一貫教育の推進と、望ましい

教育環境の早期の具体化を進めるために行

うものでございまして、まだ契約には至っ

ておりませんけれども、プロポーザルの公

募をしたところでございます。 

  ５月の中旬から、先ほども言いましたよ

うに、議員からもありましたように、保幼

小中保護者を対象にいたしました説明会を、

今現在、開催しているところでございまし

て、今後、地域の説明会も開き、御意見・

御要望等を踏まえて、課題を整理していき

たいと思っております。 

  保護者や地域の方々との議論を踏まえて、

基本計画をつくっていくこととしておりま

すので、その基本計画をつくる業務をプロ

ポーザル方式で発注しておりますので、皆

様の意見を踏まえた基本計画をつくる。当

然、基本計画に対しての意見等もございま

しょうから、そういうものの意見もまた参

考にいたしまして、町としての基本計画の

ほうの策定を進めているということでござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今の御説明で、これからのことだという

ことがわかりますけれども、話は戻ります

が、昨年６月・７月のタウンミーティング、

町長が実施されました。これはすごくいい

ことでありました。しかし、テーマに取り

上げていましたんですけどね、小中一貫教

育というような中で、テーマとして取り上

げている中で、教育委員会の専門的立場の

参加がなかったいうことでは、すごく残念

に思っておりますが、十分な議論を深める

ことができなかったということについては、

この点、せっかく地域に入って話を進めて

いかれるに当たっては、教育委員会として

は、それはお聞きになっておられなくて、

参加しておられなかったのか、これは町長

のタウンミーティングだから参加しなかっ

たいうことだったのか、ちょっと確認した

いと思っております。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、教育委員会がタウンミーティング

に参加しなかったことでございますけども、

これは、町長が自分１人でやるというふう

におっしゃったわけでございまして、副町

長と私は随行という格好でついていったも

のでございまして、町長は教育委員会の出

席を求めませんでした。 

  まずはそのタウンミーティングの目的で

ございますけども、タウンミーティングそ

のものは、町長の考え方を住民の皆様にお

示しすると、お話しすると。で、住民の皆

様の率直なお考えを聞くということが目的

でございまして、その場で議論をするとか、

深めるとかいうようなことが目的ではござ

いませんので、それら住民の方々と町の考

え方、教育委員会の考え方を議論して深め

ていくという場は、またほかに設けるべき

であろうというふうに思うわけでございま

す。 

  ただ、町長に対しまして、参加された住

民の方々は本当に率直にストレートな御意

見をおっしゃっておられましたので、私は、

タウンミーティングをやってよかったとい

うふうに思っておりますし、また教育委員

と町長の懇談会とか総合教育会議の場で、

タウンミーティングの結果を御報告申し上

げましたところ、教育委員の皆さんからは、

参考になるというようなお言葉も頂戴いた

しましたので、その意味においてもタウン

ミーティングをやってよかったというふう

に思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  タウンミーティングは、本当に町政を進

める上で、一番住民が主人公の立場に立っ

て行っていただけたというふうに思ってる

わけなんですけど、その点、今後も続けて

もらいたいいうことでございますけれども、

この教育委員会が参加されなかったいうこ

とでは、じゃ、この幼小中一貫教育のこの

再配置、これが、今、申し上げましたよう

に基本計画や策定などの業者に募集したい

う前に、やはりしっかりと住民には、こう

いうことになるんだいう議論ができる場が

あったんじゃないかと、そのように思うん

ですけれども、その点はいかがでしょうか、

教育委員会としては。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  町長が行われましたタウンミーティング

におきましては、町長のほうから、今後の

児童・生徒の推移を資料として出してくれ

ということございました。その資料を町長

にお渡しをいたしまして、町長は、その資

料をもとに住民の方々と率直な意見交換を

されたのだというふうに考えております。 

  その中で、私のほうにありましたのは、

町としての考え方を示してもらわないと議

論できないよというようなお話があったと

いうふうにお伺いをしております。そうい

うのもありまして、町長のほうから教育委

員会としての考え方をまとめるようにとい

う指示があって、そのまとめたものを町長

にお示しした中、総合教育会議の中で、今

回の教育大綱の案ができ、教育大綱として

町長が示されたものと思っております。 

  それを受けまして、今現在、まず保護者

からですけれども、我々はその案、大きな

方向性について、住民の方々の意見を聞く

ために、今、説明会を行っておるというこ

とでございます。 
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○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、準備を進めておられるということで

ございますので、ここまで進んできました

ら、もうなかなか、今、物を言っても変更

いうわけにはいきませんけれども、これを

進めていただいて、しっかりと住民さんの

意見を聞き入れ反映させた上で、新たに基

本計画を立てていただくいうことになるか

と思いますけれども、長野県阿智村、御存

じでしょうか。小・中・高校の学校の統廃

合に対する村と村民の対応が、きめ細かく

掘り下げられています。具体的な取り組み

の紹介にとどまらず、専門家のコメント欄

も設けて、理解を得られるように工夫され

ているんです。本町東地区の方も、町の財

産として、緑豊かな環境を十分に生かした

学校を守ってほしい、こういう声がありま

した。私が相談した、まちづくりの専門家

も、東地区には１校は必ず残すべきだと言

っております。 

  私は、これで３回目、４回目ぐらいの一

般質問をしておりますけれども、やはり学

校を中心に、まちづくりは進められている

んですね。どこの自治体でもそういうこと

で、まちが広がってきたということですの

で、東地域は疲弊していくと、先ほどもあ

りましたけども、これも訴えてまいりまい

ました。 

  「行政」と「協働」と「学び」が試行錯

誤しながらの取り組みこそ、地方自治の最

先端の取り組みと思います。教育委員会と

してのこの考えは、今、住民さんに説明す

るということでありますが、この点につい

て、再度、御答弁願います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  学校の再配置に対して、地域の住民さん

並びに保護者の皆さんとよく話をして推進

していくというのは、当然、我々もそうい

う思いでおります。 

  これまで、本町では１０年ほど前からこ

の再配置の問題、あるいは教育の進め方に

ついて、いろいろ提言をいただいたり、あ

るいは審議会を開いて答申をいただいたり

しております。その内容を十分踏まえつつ、

教育委員会として、いろいろ議論をしてま

いりました。 

  また、町長のほうも、先ほどありました

ようにタウンミーティングでデータをもと

にして、住民の皆さんと直接的なお話をし

ていただいたということを踏まえて、決し

て教育委員会も町も、この問題について町

民の皆さん方の御意見を軽んじていくとい

う思いはございません。ましてや、今、実

際にその具体的な案を持って、説明に上が

っております。 

  その中に、お一人の方が、たまたま平成

２７年度に設置されました審議会の委員に

なっておられまして、その方が、私ら説明

しにいったときに、もっと早く、やっぱり

やってほしいと。やはりこういう、せっか

く数年前にやったものを、今ですかという

ふうな御意見も賜りました。それは、お一

人の意見でしたけれども、やはり住民さん

の中にはいろんな考え方がございますけど

も、そういう方々の御意見も承りながら、

皆さんとともに、いい学校をつくりたいな

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  「教育力日本一目指して」を言っておら
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れるんですけれども、クラスがえしなくて

も切磋琢磨して、豊能町の学力のレベルは

府下でもまだ、トップクラスということで

ございます。現状では、なぜだめなのかと

いうことも言いたいわけですけれども、国

からの公共施設整備計画として強いられて

きたということはあるのかどうか、その点

お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  国からのそういう働きかけ等についてで

ございますけれども、当然、国としては、

戦後７０年にわたっての小学校、中学校の

そういう義務教育体制について、ずっと前

から、多分、平成１７年ごろだったと思い

ますけれども、そのあたりから、やはりど

うあるべきかというのは、議論をされてき

たというふうに理解をしております。 

  それは、１つは子どもの成長、発達段階

が、相当、早くなってきたとか、あるいは

地域のさまざまな、先ほど西岡議員が言わ

れてました家庭の教育力とか、地域の力と

かそういうものを総合的にいろいろ考える

と、そういう小中一貫教育をもって、社会

性とか、あるいは人間性のコミュニケーシ

ョンの力を育むためには、そういう小学校、

中学校の両方の力を総合的に融合するほう

が、より望ましいんではないかという意見

が審議会等で発せられ、そして法律にかか

わって、義務教育の９年間で子どもたちを

育てようという制度的な設計もされたとい

うことでございます。決して、それに基づ

いて本庁の子どもの実態や、将来の子ども

たちの状況を鑑みた上で、町独自で判断し

ているということでございますので、そう

御理解いただきますようお願い申し上げま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  人口増の施策は国としての問題でありま

す。豊能町にも努力して、若い人が豊能町

に入ってもらえるような施策も、これまで

もとられてきたんですけども、なかなか厳

しい状況があると思うんですけど、問題は、

徹底したコミュニティーという観点が見失

われているのではないかというところでご

ざいまして、道路や水道のようなインフラ

も、学校や福祉施設などの公共施設も、地

域の共同社会のための社会資本だと思いま

す。公共施設の統廃合という一方的な結果

を押しつけるのではなく、これは国に言い

たいんですけれども、プロセスを重視する

ことが重要だと思います。 

  説明会開催での意見や要求で、本当に計

画の変更ができるのか、こうしたことを反

映していけるものになるのか、その点につ

いてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  教育委員会では、子どもたちの教育を第

一に考えて、教育大綱のほうに掲げていた

だいた、そういう方針で進んでまいりたい

というふうに思っております。 

  説明会の開催で、いろんな御意見を賜る

のは当然だと思っております。我々も、そ

の質問の中に計画変更とかそういうことが

ありますかという御質問、ありました。

我々としましては、町としては、最もよい

案を持ってきたつもりですと。しかし、皆

さん方の御意見で大多数、いろいろこうい
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う点でよくないんではないかということで

あれば、また、町と協議をさせていただく

ということのお答えをさせていただいてい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  計画変更もあるというふうに捉えさせて

いただきますが、小中一貫教育など、全国

の事例を参考にカリキュラム、心身の成長

に合った適度な段差、地域連携、とりわけ

部活動など調査・研究して、市町の検討会

に反映させていくということが大事だと思

いますし、私は、統廃合については、もう

本当、強く懸念を持っておりまして、この

点、住民の皆さん、保護者の皆さんの御意

見が、本当にどれだけ反映できるか、その

ことによって、本当に豊能町の教育として

一番いい方向が見出せるのか、その点、見

守りたいと思いますけれども、その点のと

ころ、十分、教育委員会、これ一大事業だ

と思いますので、その点、十分、調査・研

究していただきたいというふうに思います。

その点について、もう一度、教育委員会の

話を、ちょっと最後にお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  大変大きな事業であるというふうに認識

しておりますし、これからの子どもたちの

教育について、どういう環境が最も望まし

いのかというのを、地域の方々並びに保護

者の方々からの御意見も承りながらやりた

いと思っております。今後、保護者の意見、

また地域住民の皆さんの御意見を踏まえた

上で、これから基本計画、基本設計に参っ

てまいります。 

  その段階で、ある一定の大まかな段階で

終わった段階では、準備委員会、これで、

この方針でいいよということになれば、準

備委員会的なものをつくって、より専門的

な方も加えて、学校の先生方、あるいは校

長先生方、地域の保護者の代表の方、さま

ざまな方々に寄っていただいて、それぞれ

の項目について、より深く議論をしながら

進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ慎重に進めていただきたいと思いま

す。 

  次に行きます。 

  老人福祉施設の永寿荘、豊寿荘の件なん

ですけれども、少子高齢化のまちとして、

府下で上位ランクされていることです。健

康に関する意識が高いことが明確に出てい

る、この豊能町の高齢化ですけれども、介

護保険の給付準備金が３月現在で約３億5,

０００万円積み立てられている、そういう

まちへの財政的な貢献は、随分、大きいと

思います。 

  しかし、介護保険７期の見直しでは、保

険料値上げ、制度の改悪もあり、際限のな

い負担増になっております。今年度予算で、

高齢者福祉「元気で暮らせる支え合いのま

ちづくり」の充実が見られますけれども、

要望を取り入れての施策なのか、その点に

ついてを質問いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 
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  委員おっしゃいますように、総合計画の

基本構想の中で、「元気で暮らせる支え合

いのまちづくり」これを掲げておりますが、

老人福祉センターにおいても、高齢となっ

てもできる限り健康で、元気に暮らし続け

ることができるよう、生涯、健康づくりの

推進に取り組むこととしてございます。 

  そのため、昨年の１０月から、あり方検

討委員会というのを立ち上げまして、学系

の先生、それから御利用者さん、それから

老人クラブの方々にいろんな御意見をいた

だきまして、この本年の４月に作成をさせ

ていただきました、町立老人福祉センター

の今後の基本方針、これをまとめさせてい

ただきました。それに従いまして、この３

０年度から、まずはソフト事業を進めてい

こうということで、公開講座の御案内も町

報に同配をさせながら進めているところで

ございまして、来年度に向けては、できる

ところからですけれども、ハード事業にも

取り組んでいこうと思っておるところでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  先日、配っていただきました、今、おっ

しゃいました、町立老人福祉センターの今

後の基本方針、これ、皆さんのアンケート

などを土台に、しっかりとまとめ上げられ

ているとは思います。温かい施策ができる

ことを願っているんですけれども、ひとま

ず安心したわけなんですけれども、１つ、

今、もとめている入浴サービスの現状につ

いては、豊寿荘では女子のお風呂だけが利

用されて、順次交替で男女、使用されてい

る状況なんですけどね、これが今の方針で

は、今後は廃止するというふうになってお

りますが、この廃止するいうことは、本当

に残念でございます。楽しい居場所で、楽

しみにしている入浴が、ひとり住まいの老

人の方たちは、ひとりで家で入るいうこと

に、すごく不安を感じて、事故もあったと

聞いておるんですね、家でのね。そういう

ことを踏まえると、やはり不安解消するい

うことに対しては、入浴ができるような状

態が必要なんじゃないかというふうに思う

んですね。それこそ、皆さんが楽しみにし

ておられる１つでもあります。 

  介護保険使わずに頑張って、介護保険の

給付準備金もすごくたまっておる中で値上

げされた状態があります。これは、ちょっ

と矛盾していると思います。この点につい

ては、ここで、何とか予算も使っていただ

けるようなことができないのか、その点に

ついて、見直しっていうところ、廃止を見

直しできないのか、その点ちょっとお伺い

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員おっしゃいましたとおり、お風

呂については廃止の方向ということで、そ

れについては、先ほど申し上げました、あ

り方検討委員会の中で、利用者の方々も含

めて、老人クラブの皆様も含めての御意見

をまとめられて、その方向でということで

御提言をいただきました。 

  私ども町のほうは、その御提言に基づき

まして、基本方針を決定させていただいた

いうところでございますので、廃止という

方向は、もう動かないのかなと思ってござ

いますが、それにかわるものというような

ことだと思いますが、基本的には、今現在、

お風呂を利用されている全ての方を対象と

した代替えについては、用意をするという

予定はしておりませんが、今、議員がおっ
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しゃいましたように、身体的に虚弱な方で、

自宅において、おひとりで入浴するのが不

安であるというような方がおられるようで

したら、介護予防の観点からも、不安を解

消するような事業を、今後、検討するとい

うことが必要であると考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、ちょっと期待が持てるような御答弁

いただいてんですけど、まだ、具体的なこ

とは言えないんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  はい。今、まだ、検討中でございますの

で、まだ、具体的なところまでは、御報告

できる段階ではございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、代替案というような言葉、御答弁い

ただきましたけれども、何とかその代替案

で、皆さんが安心して利用できる、入浴も

含めて楽しんで生活が、老後を楽しむこと

ができることを、ぜひ、進めていただきた

いと思います。今後の基本方針には、この

廃止抜いては、ほかのことはすごく温かい

提案がされておりますので、これ、実施に

向けて、ぜひ、頑張っていただきたいと思

いますし、入浴のほうも、ぜひ、進めてい

ただきたいと思います。代替案としてで、

ぜひ、充実させてほしいと思います。 

  それでは、次に行きます。 

  「非核平和都市宣言の町」ということで、

豊能町は、しっかりとした、昭和６０年９

月４日に議会のほうで、非核都市宣言に関

する決議を挙げておられます。 

  これ、読み上げますと、「世界の恒久平

和は全人類の願望である。しかるに、近年、

核軍拡競争はとどまるところを知らず、人

類の生存そのものが脅かされている。世界

最初の被爆国となった我が国は、再び「ヒ

ロシマ、ナガサキ」の惨禍を繰り返させて

はならない決意と責任を世界に示さなけれ

ばならない。我が豊能町においても、日本

国憲法に掲げる恒久平和の原則を町民生活

の中に生かし、継承させていくことが人間

尊重の精神を育くみ、自然と文化、そして

よりよい生活環境を守ることになる。よっ

て、本町は国是である「非核三原則」の堅

持を政府に強く求め、核兵器の廃絶を世界

に訴えるものである。以上宣言する。」と

いうことで、決議を挙げているすばらしい

ものでございます。 

  こうした格調高い決議を誇りにして、や

はりこれを全庁的にも、今、昨年７月、国

連で核兵器禁止条約が採択された。また、

１０月には、核兵器廃絶国際キャンペーン

のノーベル平和賞受賞、こういうもとで、

全国の各自治体では、「ヒロシマ、ナガサ

キの被爆者が訴える核兵器廃絶署名」に賛

同する首長が９８５以上広がっているんで

すけれども、こうしたもとで、きょうは町

長は、御病気でお休みになっておられます

けれども、このことに関して、従来、メッ

セージをいただいております。 

  そのことを、３月議会の質問で、非核平

和都市宣言の町である看板や塔の設置をお

願いしてきたわけなんですけれども、希望

ヶ丘での大きな看板、また、町のほうでの

塔といいますか、そういうものを立てて、

本当に、この町は誇れる町なんだなという

ことを、子どもたちや住民の皆さんにも感

じてもらえるような、そういうことをお願

いしてきたわけなんですけれども、その設

置については、進めていただいてるのかど
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うか、お聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  随分と古くなったものですから、その看

板については撤去させていただきました。 

  その後、看板等の恒久的なものといいま

すか、看板みたいなような経費のかかるも

のについては、設置の予定は、今のところ

してございませんが、非核平和都市宣言と

いうことで、それはやっぱり尊重すべきだ

ろうということで、もう少し安価でできる、

例えば懸垂幕だとか、それから町報だとか

そのようなものを活用させていただいて、

できるだけ多くの住民の方々に、豊能町が

そういう宣言をしている町ですよと。それ

から、町外にも発信できるようにできたら

なと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  住民の皆さん、誇りが持てるこの決議と、

それと目に見えるように、やはりしていた

だきたいということを、早期に実現させて

ほしいと思います。 

  そして、教育委員会に、ちょっとお尋ね

いたしますが、学校教育では、原爆投下さ

れた広島県への修学旅行を、毎年、実施さ

れております。二度とあってはならない戦

争、非核平和に関する教育として、町の誇

りである非核平和都市宣言を教育の、平和

登校の日などに、そういうものを教育とし

て皆さんにお話しされてるのかどうか、そ

の点についてお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  核兵器廃絶のためのさまざまな教育、特

に平和教育と言われる部分ですけれども、

それは各学校でそれぞれの子どもたちの発

達段階、あるいは学習段階に応じてやって

おりますので、あえてこういうのを題材に

してというのはないと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  折に触れてこういう、そういう平和登校

日に、豊能町はこういう宣言してる町なん

だいうことは伝わってるんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  教育内容の部分でありまして、各学校の

校長先生方並びに先生方が、平和登校日に

どのような題材が必要か、今、この子供た

ちにどういうふうな内容がいいのかという

のは、それぞれの学校で決めておりますの

で、教育委員会からこうしなさいとか、あ

あしなさいとかいうのは、基本的に今のと

ころはやっておりません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  いろいろ考え方があるということでござ

いますが、これはやはり被爆国として、日

本は絶対に、これは二度とあってはならな

いいうことを宣言しなければならない国で

あると思うんですけれども、安倍政権はこ

のことを拒否して署名したりしてないいう

ところに問題があると思うんですけれども、

住民の皆さんからも要望がありまして、こ
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ういう立て看板や広報というのに、今さっ

き御答弁いただきましたけど、塔を建てる

いうことも要望として挙げられております。 

  このことについては、今、先ほど言いま

したように、実施に向けてお願いしたいと

思うわけですけど、国連の核兵器禁止条約

の支持を、豊能町として行ういうことにつ

いては、今、町長いらっしゃらないから、

このことの要望は、ちょっと無理でしょう

か、副町長。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  被爆者国際署名の件だというふうに思い

ますが、これについては、町長個人が判断

されるというふうに思っておりまして、他

の自治体の多くの方が署名をされてるとい

うふうに聞いております。 

  ただ、どういう形で署名をされたのかと

いうのが、私ども、ちょっとわからないと

ころでございまして、担当に聞きますと、

そういうお願いをする文書とか、何ら示さ

れていないということで、町長のほうにも

そういう説明ができないというような状況

でございますので、その辺については、ま

た、御教示願えたらというふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  それについては、また、改めて申し上げ

にいきたいと思います。 

  それでは、次に行きます。 

  国民健康保険の問題についてなんですけ

れども、平成３０年度から国保都道府県化

をスタートするいうことで問題が、今、自

治体にも、また、全国でもいろいろと問題

視されている部分があります。 

  政府がこの制度を導入した狙いは、一般

会計から国保会計への公費の法定外繰入を

やめさせ、その分を、保険税引き上げに転

化するよう主張しているということが、は

っきりしております。 

  これまで、自治体が行ってきた一般会計

から繰り入れや減免をやめさせて、医療費

抑制や保険料引き上げで、際限のない保険

料引き上げを、住民負担増を招くいう制度

であるわけなんですね。 

  負担増を食いとめるために、国保法の規

定に沿った保険税の減税に充てるための繰

り入れは、続けてもよい繰り入れに分類さ

れるというふうにあります。 

  これを生かして、国保税を減免、事業の

廃止、子だくさんを特別な事情と認定し、

住民負担の軽減を行うものということで、

今、多くの自治体に、このことが広がって

おります。 

  町としては、この考えはあるのかどうか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいましたように、平成３０

年度から国保の都道府県化がなされたとい

うことで、その目的の大きなものは、持続

可能な国民健康保険制度、これを構築する

ということで、国民健康保険の安定的な財

政運営並びに府内市町村の国民健康保険事

業の広域化及び効率化を推進するための統

一ということになってございます。 

  それを機に、大阪府は大阪国民健康保険

運営方針を策定をいたしました。その中で、

確かに国のほうから、減免できる事項につ

いては定めてございまして、大阪府もその

指針の中で災害減免、それから所得減少に

よる減免、それから公金減免、それから旧
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被扶養者にかかる減免、この４つの減免に

ついては定めてございまして、今、まだ６

年間かけて移行期になっておりますが、平

成３６年４月１日には、この基準を府内の

中で完全統一するというようなことを目指

しているものでございます。 

  したがいまして、先ほど言いました、今、

先ほど議員がおっしゃいました子だくさん

とかいうような、そういったその減免は、

先ほど申し上げました４項目の中には入っ

てございませんので、それを取り入れると

なりますと、法定外の繰り入れとなりまし

て、国民健康保険に加入してない住民に対

しても、国のルール以外の税負担を求める

こととなるため、保険としての持続可能性、

住民の税負担の公平性の観点から、適切で

はないと考えられております。 

  本町におきまして、今までも、国・府の

認める減免以外については、減免の制度を

設けてございませんので、その減免を設け

ている制度、国・府以外の減免を設けてい

る市町村については法定外繰入、いわゆる

一般会計からの繰り入れをしてたんですけ

れども、私どもは、それをしてございませ

んので、ルール以外の繰り入れについては、

いただいてないというような健全運営を、

今までもしてございます。 

  今後もその方針で、大阪府が言ってござ

います６年後の平成３６年度、ここには３

６年度には府内のどこに住んでも同じ所得、

同じ世帯構成であれば、同じ保険料額とな

るようによう、府内全体で被保険者の受益

と負担の公平化を図るということにしてご

ざいますので、広がってるというような御

意見ですけれども、府内の市町村は、この

４つの独自減免を守っていただくというこ

とで、逆に守っていただくということで、

府内のどこに引っ越ししても、同じ保険料

になるというような考えを持っていただく

ということになるのではないかと、本町も

考えてございます。ですので、結果として、

独自の減免については、今のところ設ける

予定はございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、６年間の激変緩和措置を利用しなが

らっていうことで、６年間の激変緩和いう

ことをおっしゃってますけれども、それ以

降は保険料は、本当に上がっていくんじゃ

ないかという不安が大いにあります。子ど

もの、先ほどの小中一貫教育のほうでも、

本当に若い人を豊能町に住んでいただいて、

子どもがたくさん、本当にふえるようなそ

ういう施策が、なかなか難しいですけれど

も、今後は、そういうことも含めて、やっ

ぱり豊能町としては踏ん張らないけないと

思うんですね。ですから、府に合わせてや

るんじゃなくて、今、国会の委員会なんか

でもいろいろと論議されておりますけれど

も、保険料の減免とか保険料を決めるいう

ことについては、自治体が主体で決められ

るというふうに答弁しているんですけど、

豊能町の場合は、これは府がありますから、

府がやらないということであれば、もうや

らないということになるのかどうか、その

点、お聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほども申し上げましたように、３６年

度には、府内のどこに行っても、同じ所得、

同じ世帯構成であれば同じ保険料、これを

目指すということでございますので、オー

ル大阪で、それに取り組んでいく必要があ

ろうかと思ってございますので、豊能町も
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大阪府が示すその４項目、この減免に限っ

てということでさせていただきたいと思っ

てございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、そのために国は何億ということで投

じておるわけなんですけれども、それが切

れれば、６年間の緩和措置後は、どんどん

引き上げされるいう可能性はあるんじゃな

いかと思うんですけれども、豊能町として、

それはどういうふうにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  この健康保険の制度につきましては、議

員も御存じいただいてますように、都道府

県化っていうのは通過点ということで、国

のほうは、国保も社会保険も全て１つの保

険にしていくんだという方向性を示してご

ざいます。それの通過点で大阪府、都道府

県の都道府県化を図ったということになり

ます。 

  今、通過点です。随分、先のことですけ

ども、６年後の話になりますと、豊能町も、

今、標準税率を使うんじゃなしに、６年間

の段階的なその引き上げといいますか、段

階的な料金の変更をしていきながらさせて

いただいております。６年後については、

大阪府のほうで全ての保険料を計算いただ

くんですけれども、豊能町といたしまして

は、そんな大きな、６年後に値上げをして

いくというようなことにはならないだろう

というふうには思ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  団塊の世代の方が７５歳以上になったら、

これはこれで後期高齢者医療になるんです

けれども、しかし、元気な方がずっとそれ

を維持できるかいうたら、そうではないわ

けでして、豊能町は、もうこれ以上人口が

ふえないいうことであれば、本当に値上げ

されていくいう可能性があります。企業も

法人もありませんのでね、そういうところ、

大変厳しい状況になると思いますので、６

年後いうたら、相当な先のように思うんで

すけれども、その点、引き上げにならない

ように、ぜひ、国・府にもしっかりと要

求・要望を出していっていただきたいと思

います。それと、国のほうの補助金もふや

すように、どんどん減らされていってる中

で、ふやすように要望していっていただき

たいと思います。 

  それ、強く要望して、一般質問終わりま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で高尾靖子議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  これをもちまして、本定例会議に付され

た事件は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  本定例会議は、本日で閉会したいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会議は本日で閉会するこ

とに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本定例会議の閉会に当たり副町長から挨

拶がございます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 
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  今回の６月議会は、町長不在で議員の皆

様方に御迷惑をおかけいたしましたけれど

も、慎重に御審議をいただきまして、全て

全員賛成で議案を可決していただきました

こと、まことにありがとうございました。 

  きのう、町長から電話がございまして、

きのうからリハビリを行いながら治療に専

念しているという連絡がございまして、

我々としては、一日も早い退院を願ってい

るところでございます。 

  また、きょう、近畿地方も梅雨入りをし

たという報道がございましたけれども、大

雨が降らないことを、我々としては願うば

かりでございますが、議員におかれまして

も、お体に十分注意をしていただきまして、

今後も御指導をいただきますようお願いを

いたしまして、終わりの挨拶とさせていた

だきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  ありがとうございました。 

  これをもって、平成３０年豊能町議会６

月定例会議を閉じ、散会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後２時２６分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １０番 
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